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医療提供体制について  

高齢化等の動向   
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資料：総務省統計局咽勢調査」、総務省統計局「推計人口（年報）」・厚生労働省「人口動態統計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）中位推計」  
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65歳以上の高齢者のいる世帯数及び構成割合（世帯構造別）   
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1995年の数値は．兵庫県を除いたものである。「三世代世帯」は、世帯主を中心とした直系三世代以上の世帯。  
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資料）平成21年までは厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」  
平成22年以降は社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」（出生中位・死亡中位）   
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資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」  
（注）1，平成6－7年の心疾患の低下は、死亡診断書（死体検案書）（平成7年1月施行）において「死亡の原因欄には、疾患の終  

末期の状態としての心不全、呼吸不全等は書かないでください」という注意書きの施行前からの周知の影響によるものと考  
えられる。  

2．平成7年の脳血管疾患の上昇の主な要因は、1CD－10（平成7年1月適用）による原死因選択ルールの明確化によるも  
のと考えられる。  

1960   1965   1970  1975   1980   1985   1990   1995   2000   2005 2008  1951 1955  

一病院 一診療所 一介護老人保健施設 一老人ホーム ー自宅 －その他 一線形（その他）  

6   ※1994年までは老人ホームでの死亡は、自宅に含まれている  出典＝厚生労働省人口動態調査死亡の場所別に見た年次別死亡数  
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医療提供体制について  



胃宗・趣旨  

○ 我が国の医療提供体制は  

墜遼蓮：医業を行う場所を病院（20床以上の病床を有するもの）と診療所（病床を  

有さないもの又は土9床以下の病床を有するもの）に限定するなど、医療施  

設等について規定  

医師法、1呆健師叩産師看護師法等：医師、看護師等の資格・業務等について規定  

を中心として構築されている。  

基本データ  

医療施設数＝病院：8′739、診療所：99′635、歯科診療所：68′097（平成21年）  

病床規模別病院数＝500床～：462、300～499床：1′106、100～299床：3′875、20  

～99床：3′296  （平成21年）  

医療関係者数＝医師：286′699人、歯科医師：99′426人、薬剤師：267′751人、  

看護職員：1′397′333人（平成20年）  

○  

種類別病院病床数の推移  医療施設数の推移   

ニこ■、㌻－＝ご一二■ 「≒一二■－ニ！一二÷一二■ ■こ亡 こ＝モ‥ヾ亨‾   
‥ごノ ㌔ 、 



人口10万人当たり病院病床数、病院平均在院日＿数（平成21年）  
○ 人口10万人当たりの病院病床数は、全国平均は1256．0床。   

都道府県別にみると、最多は高知県（2488．5床）、最少は神奈川県（826．7床）。  

○ 病院平均在院日数は、全国平均で33．2日。   

都道府県別にみると、最長は高知県（53．1日）、最短は東京都（25．5日）。  

遥；t肯く一般病床  

30  
■■好感業病床  

奴繊結核病床  

20 →鴫←感染症病床  

鞘精神病床   

一平均在院日数  

全北青岩宮秋山福茨栃群埼千束神新富石福山長岐静愛三滋京大兵奈和島島岡広山徳香愛高福佐長熊大宮鹿沖  
国海森手城田形烏城木馬玉葉京奈潟山川井梨野阜岡知重賀都阪庫良歌取根山鳥口島川媛知岡賀崎本分崎児縄   

道  川  山  島  

（出典）医療施設調査・病院報告10  

（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査   
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（凡例）人口10万人当たり  

鶴240以上  

藩220以上240未満  

臣】200以上220未満  

国180以上200未満  

■180未満  

‾云‾‾‾  

（出典）医師・歯科医師・薬剤師調査∵  

12  
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－■－総 数  

－○一内科（含む腎臓・糖尿病・血液）  

一缶一小児科  

一・事←精神科  

「■一外科（含む消化器・乳腺）  

－0－整形外科  

一疇事一産婦人科  

一位一眼科  

◆耳鼻いんこう科  

－■－一皮膚科  

一伊・・麻酔科  

平成10年  12  14  16  18  20  

（2000）  （’02）  （■04）   ぐ06）  （■08）  （出典）医師・歯科医師・薬剤師調査 14  （■98）  

病院等における必要医師数実態調査の概要  

調査結果のポイント  

○必要払医師数は18，288人であり、現員医師数と必要韮A医師数の合計数は、現員医師数の1・11   
倍であった。また、必要医師数（必要韮去医師数と必要韮丞ム医師数の合計医師数をいう）は24，033   
人であり、現員医師数と必要医師数の合計数は、現員医師数の1．14倍であった。（これらの倍率を「現員   
医師数に対する倍率」という）  

○現員医師数に対する倍率が高い都道府県は、次のとおりであった。   

l必要韮A医師数：島根県1．24倍、岩手県1．23倍、青森県1．22倍  

一必要医師数  ：岩手県1．40倍、青森県1．32倍、山梨県1．29倍  

○ 現員医師数に対する倍率が高い診療科は、次のとおりであった。   

・必要丞A医師数：リハビリ科1．23倍、救急科1．21倍、呼吸器内科1■16倍、  

分娩取扱い医師（再掲）1．11倍   

・必要医師数  ：リハビリ科1．29倍、救急科1・28倍、産科1・24倍、  
分娩取扱い医師（再掲）1．15倍  

病院等における必要医師数実態調査について  

本調査は、全国統一的な方法により各医療機関が必要と考えている医師数の調査を行うことで、地域  
別・診療科別の必要医師数の実態等を把握し、医師確保対策を一層効果的に推進していくための基礎資  
料を得ることを目的としたものであり、厚生労働省が実施した調査としては初めてのものである。   

なお、本調査の結果は、医療機関から提出された人数をそのまま集計したものである。   

平成22年6月1日現在   

全国の病院及び分娩取扱い診療所を対象（10，262施設）   

回収率は、病院88．5％、分娩取扱い診療所64．0％の合計で84．8％であった  

＜調査の目的＞  

＜調査の期日＞  

＜調査の対象＞  

＜回収の状況＞  

5   
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フランス  

OECD単純平均  

アイルランド  
ハンガリー   

スロヴァキア※  
ベルギー   

オーストラリア  
ルクセンブルク※ 
0［CD加重平均  

フィンランド  
イギリス  

ニュージーランド  
アメリカ  
カナダ  

ポーランド  
日本  

メキシコ  
韓国  
トルコ  

0  1  2  3  4  5  6  7  

※は2007年  

注1単純平均とは、各国の人口当たり医師数の合計を国数で割った数のこと。  
注2 加重平均とは、全医師数を全人口で割った数のこと。  
注3 カナダ・フランス・ギリシャイタリア・トルコは現職医師数を、アイルランド・オランダ・ポルトガル・スウェーデンは総医師黎を用いている。  

OECDHeaJthData2018より  

16  

平均在院  
人口千人   病床百床   人口千人   病床百床   人口千人  

国名  日数  当たり   当たり   当たり   当たり   当たり  

病床数   医師数   医師数   看護職員数   看護職員数   

日本   33．8   13．8   15．7   2．2   69．4   9．5   

ドイツ   9．9   8．2   43．3   3．6   1．30．0   10．7   

フランス   12．9   6．9   48．5   3．3   11、5．2   7．9   

イギリス   8．1   3．4   76．5   2．6   279．6   9．5  
（予測値）   

アメリカ   6．3   3．1  
（予測値）   

77．9   2．4   344．2   10．8   

（出典）：「OECD HeaIth Data 2010」  
※医師数は臨床医師数（ただし、フランスにおいては研究機関等に勤務し実際に臨床にあたらない医師も含む）  
※看護職員数は臨床看護師数（ただし、フランスとアメリカにおいては研究機関等に勤務し実際に臨床にあたらない看護職員も含む）  
※平均在院日数の算定の対象病床は0ECDの統計上、以下の通り各国で定義が異なっている。  

日本：全病院の病床 ドイツ：急性期病床、精神病床、予防治療施設及びリハビリ施設の病床（ナーシングホームの病床を除く）  
フランス：急性期病床、長期病床、精神病床、その他の病床 イギリス：イギリス国営医療サービス事業に登録されている全病床（長期病床を除く）  
アメリカ：アメリカ病院協会に登録されている全病院の病床  

※日本における病床種別毎の平均在院日数は、一般病床18．8日、療養病床176．6日、精神病床312．9日（出典）：「平成20年病院報告」   17   



‖
 J

 
 

諏
 
 
 
姐
 
 

躾
 
 
拭
 
 

n   全体   軽症   中等症   重症  

望平成10  354．1   178．3   125．9   49．8   

■平成20  467．9   237．8   175．8   53．7   

雛と㌔‡tら・〉：欄でちそ 

（出典）  「平成21年救急・救助の概要（速報）」「平成20年救急・救肋の現況」（総務省消防庁）18  

「平成21年救急・救助の概要（速報）」（総務省消防庁）  

19   



実数  小児科医師1人当たりの搬送人員数  

小児科医数  搬送人員   
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救急・救助の現況、医師・歯科医師・薬剤師調査  
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「周産期医療ネットワークに関する実態調査（平成21年12月実施）」結果にみる現状について  

母体及び新生児搬送受入ができなかった理由について   
（総合周産期母子医療センター20年虚実績）  

受入れができなかった主な理由は「NICU満床」  

理 由   
NICU  MFICU  診察可能   
満床   満床  医師不在   

その他  

センター数  53／62  32／62  17／62  33／6   

割合（％）※  85．5％   Sl．6％  27．4％  53．2％   

理 由   
NI－CU  診察可能  
満床  医師不在   

その他   

センター数   4／47   2／47   16／47   

割合（％）※  85．1％   4．2％   34．0％   

※受入れができなかったことがあるセンター故に対する割合  

（厚生労働省医政局指導課調べ）22  

：◆医師の診療科偏在【 l  地域偏  

（病院の勤務医の過重労働）  

l O病院の医師が夜勤・・当直などでエ  
ー  

疲弊し、病院の医師不足に拍車：  

医等の手当  急、分娩、新生児医   

＞医師不足地域の臨床研修病院において研修医が宿日直等を行う   

場合の医療機関への財政支援 等  
をかけている。  

：◆女性医師等の離職防 l  

（医師の診療科偏在）  ＞出産・育児等により離職している女性医師の復職支援のための   

都道府県への受付▲窓口の設置等の支援  

＞病院内保育所の運営等に対する財政支援の拡充  

l  

O産科、救急など特定の診療科の；  

医師が不足している。  
1  

1  
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金（21  ：◆地域医療再 I  
（医師の地域偏在）  

○対人口比でみても、全国的に大：  
都市に医師が集中し、周辺地域；  

やへき地で医師が不良してい ；  

＞都道府県において基金を創設し、地域の医療課題の解決に向け   

て都道府県が策定する「地域医療再生計画」に基づく地域の医   

師確保、医療機能の強化等の取組を支援  

る。  ：◆チーム医療の l  

＞チーム医療検討会の報告書を受け、幅広い医療行為を実施でき   

る「特定看護師（仮称）」制度の導入等、チーム医療の推進に   

関する具体的方策の実施に向けて、「チーム医療推進会議」を  

開催し検討を進める。  2   



：◆周産期医療体制の充実・強化  
（周産期医療の不足）  

l  

O周産期医療の病床や医師・看護；  ＞周産期母子医療センターのMFICU（母体・胎児集中治療   

室）、NICU（新生児集中治療室）等に対する財政支援  

＞NICU等に長期入院している小児の在宅への移行促進  

師等が不足。  

l  

（救急悪者の受入れに時間がかか 三◆救急医療体制の充実  
（  

l  

る）  

○救急患者が、病院に受け入れら；  

：   

に対する財政支援  

＞二次救急医療体制の充実   

一 受入困難患者の受入れを確実に行う医療機関の空床確保   

に対する財政支援   

一 診療所医師が二次救急医療機関等で休日・夜間に診療支   

援を行う場合の財政支援  

＞重篤な小児救急患者に対する医療の充実を図るため、「小児   

救命救急センター」や小児集中治療室に対する財政支援  

＞改正消防法に基づき、都道府県において地域の搬送・受入   

ルールを策定 【総務省消防庁と連携】  

周
産
期
医
療
の
体
制
整
備
 
 

れるまでに時間がかかるケース  

がある。  

改正年   改正の趣旨専   主な改正内容等   

昭和23年   終戦後■、医療機関の量的整備が急務とされる中で、医療  ○ 病院の施設基準を創設   
＜医療法制定  

＞   

昭和60年   医療施設の量的整備が全国的にほぼ達成されたことに伴  ○ 医療計画制度の導入   
く第一次医療  い、医療資源の地域偏在と是正と医療資源の地域偏在の是  ○ 医療法人の指導監督規定等め整備   

法改正＞   正と医療施設の連携の推進を目指したもの。   

平成4年   人口の高齢化等に対応し、患者の症状に応じた適切な医  ○ 医療提供の理念規定の整備   
＜第二次医療  療を効率的に提供するための医療施設機能の体系化、患者  ○ 特定機能病嘩の制度化   
法改正＞   サービスの向上を図るための患者に対す．る必要な情報の提  ○ 療養型病床轟の制度化  

供等を行ったもの。   ○広告規制緩和、病院掲示義務付け  
○医療機関の業務委託の水準確保   

平成9年   要介護者の増大等に対し、介護体制の整備、日常生活圏  ○ 医療提供時の患者への説明と理解   

＜第三次医療  における医療需要に対する医療提供、患者の立場に立った  ○ 診療所への療養型病床群の設置   
法改正＞   情報提供体制、医療機関の役割分担の明確化及び連携の促・  ○ 地域医療支援病院制度の創設  

進等を行ったもの。   ○医療法人制度の改正  
0広告事項の拡大   

平成12年   高齢化の進展等に伴う疾病構造の変化等を踏まえ、良質  ○ 療養病床、一般病床の創設   

＜第四次医療  な医療を効率的に提供する体制を確立するため、入院医療  ○ 医療計画の見直し   
法改正＞   を提供する体制の整備等を行ったもの。   ○必置施設の規制緩和  

○臨床研修の必修化   

平成1岳年   質の高い医療サービスが適切に受けられる体制を構築する  b 都道府県の医療情報提供制度創設   
＜第五次医療  ため、医療に関する情報提供の推進、医療計画制度の見直し  ○ 都道府県の医療対策協議会制度化   

法改正＞   等を通じた医療機能の分化一連携の推進、地域や診療科によ  ○ 医療安全支援センターの制度化  
る医師不足問題への対応等を行ったもの。   ○社会医療法人の創設  

∩            L  



良質な医療を提供する体制の確立を図るための   

医療法等の一部を改正する法律の概要  

7年12月1日に取りまとめられた「医療制度改革大軌に沿って、国民の医療に対する安心一信頼を確保し、質の高い医療サービスが  政府・与党医療改革協議会により、平成1   

適切に受けられる体制を構築するため、患者等への医療に関する情報提供の推進、医療計画制度の見直し等を通じた医療機能の分化・連携の推進、地域や診療科による医師  

不足問題への対応等の措置を講ずる。  

〔  
患者等が医療に関する情報を十分に得られ、適切な医療を選択できるよう支援する。  

○都道府県が医療機関等に関する情報を集約し、分かりやすく住民に情報提供し、住民からの相談等に適切に応じる仕組みの制度化   
〔医療法、薬事法〕  

○入退院時における治療計画等の文書による説明の位置付け  
○広告規制の見直しによる広告できる事項の拡大〔以上医療法〕  

2 医療計画制度の見直し等を通 
／  

〔 

医療計画制度を見直し、地域連携クリテイカル／くスの普及等を通じ、医療機能の分化・連携を推進し、切れ目のない医療を提供する。  
早期に在宅生活へ復帰できるよう在宅医療の充実を図る。  

○医療計画に、脳卒中、がん、小児救急医療等事業別の異休的な医療連携体制を位置付け  
○医療計画に分かりやすい指標と数値目標を明示し、事後評価できる仕組みとすること〔以上医療法〕  
○退院時調整等在宅医療の推進のための規定整備〔医療法、薬剤師法〕   

旦地域や診療科による医師不足問題への対応  

「へき地等の特定地域、小児札産科などの特定の診療科における医師不足の深刻化に対応し、医師等医療従事者の確保策を強化する。  
し  

○都道府県の「医療対策協議会」を制度化し、関係者協議による対策を推進  
○医療従事者への地域医療確保への協力の位置付け〔以上医療法〕  

4 医療安全の確保  

○医療安全支援センターの制度化、医療安全確保の体制確保の義務付け等〔医療法〕  
○行政処分を受けた医師、歯科医師、薬剤師及び看護師等に対する再教育の義務化、行政処分の類型の見直し等〔医師法、歯科医師法、   
薬剤師法、保健師助産師看護師法〕   

5 医療従事者の資質の向上   

○行政処分を受けた医師等の再教育の義務化等 （再掲）  
○看護師、助産師等について、現行の業務独占規定に加え名称独占規定を設けること〔保健師助産師看護師法〕  
○外国人看護師、救急救命士等について、臨床修練制度の対象とすること〔外国医師等の臨床修練法〕  

6働革  
医業経営の透明性や効率性の向上を目指す。  
公立病院等が担ってきた分野を扱う医療法人制度を創設する。  

○解散時の残余財産の帰属先の制限等医療法人の非営利性の徹底  
○医療計画に位置付けられたへき地医療、小児救急医療等を担うべき新たな医療法人類型（「社会医療法人」）の創設等  
〔以上 医療法】   

7その他 

○施設規制法の性格が強い現行の医療法を、患者の視点に立ったものとなるよう、目的規定及び全体的な構造の見直し  
○有床診療所に対する規制の見直しその他所要の改正〔以上医療法〕  
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最近の動き  

Ⅰ．はじめに  

○現場地域のイニシアチブを第一とする  ○改革努力を怠らない  

○医療従事者のみならず、患者・家族等国民がみんなで医療を支えることが必要  

Ⅱ．具体的な政策  

①医療従事者の数と役割  
医師数の増加（H9年間議決定の見直し）  

医師の勤務環境の改善（女性医師の離職防止・復職支援）  

診療科のバランスの改善等（産科りト児科等の増員方策の検討）  

職種間の協働・チーム医療の充実 等  

②地域で支える医療の推進  

救急医療の改善策の推進（量的・質的な充実、地域全体でのトリアージ、夜間・救急利用の適正化）  
「地域完結型医療」の推進（医療計画に基づく医療連携体制の推進、診療所機能の強化）、  
在宅医療の推進  
地域医療の充実・遠隔医療の推進 等  

③医療従事者と患者・家族の協働の推進  

相互理解の必要性  

医療の公共性に関する認識、患者や家族の医療に関する理解の支援 等  

Ⅲ．医療のこれからの方向性  

O「治す医療」力＼ら「治し支える医療」へ  
28   



①医嘩一介護にかかる需要の増大  

75歳以上高齢者の増大・家族介護力の低下・地域のサポートカの低下等々により医療・介護サービス需要   
は増大。需要に応えるサービス確保のための将来の財源確保が大きな課題となることは不可避。   

②不十分■非効率なサービス提供体制  
我が国の病院は、人的・物的資源の不足、非効率が指摘される一方で、救急医療問題、地域医療の困窮、   

し現段階でできる緊急の対策を講じて  

③サービス提供体制の構造改革と人的資源・物的資源の計画的整備   
「選択と集中」の考え方に基づいて、病床機能の効垂化・高度化、地域における医療機能のネットワーク化、   

医療一介護を通じた専門職種間の機能一役割分担の見直しと協働体制の樗筆，人的筆源の＿計画的養硬一時顔な ■l■■■ ▼■r lT■T′・′r、 ヽ ′ ヽl■■」lJ■「■■′′′■ヽ▼■■ ＝l： ：【・■ J叫′′Y l▼l・・Ll′l、1  
入すべきものには思い切った投入を行うこ  
行うことが必要である。  

ど、効率化すべきものは思い切って効率化し、他方で資源   
とが必要であり、そのために必要な人的1物的資源の計画   

④診療報酬体系・介護報酬体系の見直し  

緒掟  

源  

見  

改革を実現していくためには、安定的な財  
内部での財源配分のあり方についての  
こさかのぼった検討が必要である。  

⑤医療・介護に関する将来試算の実施  
あるべきサービスの姿はどのようなものなのか、そのことを明らかにし？つ、それを実現し、碓持していくため  

にはぎれ宙ナの費用（ラ白－・ストシク）が必要なのかを推計する試算を早急に実施。費用推計試算を踏まえ、  
財源の確保方策について検討を行う。  

29  

規制改革等の主な動き   

【臨床修練】  

○規制改革に係る対処方針について（平成22年6月18日間議決定）  

・医師の臨床修練制度の活用を促進するため、手続の簡素化や2年間という年限の弾力化を図るなど、制度・運用を見直す。また、  
国内での診療について、臨床修練目的の場合だけでなく、医療技術の教授目的の場合や国際水準の共同研究目的の場合にも認  
めるための制度改正を行う。＜平成22年度中検討、結論＞ 

・看護師の臨床修練制度についても、医師と同様にその活用を促進するため、手続の簡素化を図るなど、制度・運用を見直す。＜  
平成22年度中検討、結論＞   

○新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策（平成22年9月10日間議決畢）  

一医師の臨床修練制度の活用を促進するため、手続の簡素化や2年間という年限の弾力化を図るとともに国内での診療について、  
臨床修練目的の場合だけでなく、医療技術の教授目的の場合や国際水準の共同研究目的の場合にも認めることについて、制度・  
運用の見直しを早期に検討し、平成22年度中に結論を得て、できる限り平成23年中に順次所要の措置を講ずる。  

・看護師の臨床修練制度についても、医師と同様にその活用を促進するため、手続の簡素化を図ること等について制度・運用ゐ見  
直しを早期に検討し、平成22年度中に結論を得て、できる限り平成23年中に順次所要の措置を講ずる。   

【死体解剖保存法】  

O「「明日の安心と成長のための緊急経済対策」における構造改革特区に係る臨時提案等に対する  

政府の対応方針」（平成22年6月2日構造改革特別区域推進本部決定）  

・医療技術研修等のための死体利用について、現荏実施中の研究（死休を利用した医療技術研修のニーズ等）の結果を踏まえ、提  
案の実現に向けて、国民の合意形成を得るべく、必要な対応策を検討し、結論を得る。＜平成23年度できるだけ早期＞  
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新成長戦略一基本方針（抜粋）  
〈平成22年6月18日間議決定〉  

（医療・介護・健康関連産業を成長牽引産業へ）   

我が国は、国民皆保険制度の下、低コストで質の高い医療サービスを国民に提供してきた結果、世界一の  
健康長寿国となった。世界のフロンティアを進む日本の高齢化は、ライフイノベーション（医療・介護分野革新）  
を力強く推進することにより新たなサービス成長産業と新■ものづくり産業を育てるチャンスでもある。   

したがって、高い成長と雇用創出が見込める医療・介護一健康関連産業を日本の成長牽引産業として明確に  
位置付けるとともに、民間事業者等の新たなサービス主体の参入も促進し、安全の確保や質の向上を図りなが  
ら、利用者本位の多様なサービスが提供できる体制を構築する。誰もが必要なサービスにアクセスできる体制  
を維持しながら、そのために必要な制度・ルールの変更等を進める。  

（日本発の革新的な医薬品、医療・介護技術の研究開発推進）  
安全性が高く優れた日本発の革新的な医薬品、医療■介護技術の研究開発を推進する。産官学が一体となっ  

た取組や＼創案ベンチャーの育成を推進し、新薬、再生医療等の先端医療技術、情報通信技術を駆使した遠隔  
医療システム、ものづくり技術を活用した高齢者用パーソナルモビリティ、医療・介護ロボット等の研究開発・実用  
化を促進する。その前提として、ドラッグラグ、デバイスラグの解消は喫琴の課題であり、治験環境の整備、承認  
審査の迅速化を進める。  

31  

（不安の解消、生準を楽しむための医療・介護サービスの基盤強化）   
高齢者が元気に活動している姿は、健全な社会の象徴であり、経済成長の基礎である。しか  

し、既存の制度や供給体制は、近年の急速な高齢化や医療技術の進歩、それに伴う多様で質  
の高いサービスヘの需要の高まり等の環境変化に十分に対応できていない。高齢者が将来の  

不安を払拭し、不安のための貯蓄から、生涯を楽しむための支出を行えるように医療・介護サー  
ビスの基盤を強化する。   

具体的には、医師養成数の増加、勤務環境や処遇の改善による勤務医や医療■介護従事者の  
確保とともに、医療t介護従事者間の役割分担を見直す。また、医療機関の機能分化と高度」専  
門的医療の集約化、介護施設、居住系サービスの増加を加速させ、質の高い医療1介護サービ  
スを安定的に提供できる体制を整備する。  

（地域における高齢者の安心な暮らしの実現）   

医療、介護は地域密着型のサービス産業であり、地方の経済、内需を支えている。住み慣れた  
地域で生涯を過ごしたいと願っている高齢者は多く、地域主導による地域医療の再生を図ること  

が、これからの地域社会において重要である。具体的には、医療・介護・健康関連サービス提供  

者のネットワーク化による連携と、情報通信技術の活用による在宅での生活支援ツールの整備  

などを進め、そこに暮らす高齢者が自らの希望するサービスを受けることができる社会を構築す  

る。   
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2020年までに  
実王冠すべき成果目標  

2013年産までに  
実施すべき事項  

2011年虔に  

実施すべき事項  
早期実施事項  

（201（）年度に実施する事項）  

l  

l※診療報酬・介護報酬の同時改定（2012年廣）  
1．医姦・介護サービスの基盤酎ヒ、高齢者の安心な暮らしの実現  

※新たな介護保険事案計画の策定（2011年度）  
新たな医療計画の篇定（2刑2年度）  

医療提供体制（マンパワーを含む。）に  

関する今後の需要予測を踏まえたグラ  
ンドデザインの策定  

グランドデザインの進捗評価と見直し  

・4疾病5事業の医療連携体制の構築強化  
・国民に対する「病院機能の見える化」強化  急性期医療の機能強化による平均在焼日数の縮  

減  
医療の市場規  

・看護師、薬剤師、介護職員等、既存の  
医標・介護関連職種の活用促進・役割  
拡大  
・医療クラーク等の大幅な導入促進   

59兆円   

介護の市場規模  
19兆円   

新規雇用 201万人   

平均在院日数（19日）の  

縮減＝国民のQOL向上  

※4疾病：がん、ぷ卒中、急1生心賎梗塞、鶴尿病   
5事業：救急、災害時、へき地、局産期、小児医療  

lOECD平均並み実働医師数の確保  

・ニーズを踏まえた遠隔医療の拡大に向けた法令等の見直し  
・診療報酬の活用その他のインセンティブについて検討・結論  

（いずれも2刑2年度までに）  

遠隔医療の適切な普及のための 現行  
規制の解釈・要件明確化（2010年度措  
置、以後難願的に検討・措置）  

介護サービス提供体制（マンパワーを含  

む。）に関する今後の需要予測を踏まえ  
たグランドデザインの策定  

介護基盤の整備（2009～11年虎夫までの  
合計で】6万床整備）  

2嘩間地域巡回型訪問サービス、レス／くイト  

ケア（家族の介護負担軽減）拡充の本格実施  場・家庭への早期復帰  
定期借地権を活用した介護施設等への未利用国有地の貸付等（2010年度運用開始）  実現   

医療・介護分野のセーフ  
ティネット充実による将来  
不安の緩和により、r貯蓄  

から消費へ」の拡大   

・特別養護老人ホ丁ムへの社会 医  
療法人の参入（結論）、公益性 等を踏  
まえた運営主体規制め見直し（検計開  

始）  

，いわゆる施設サービス等の供給総  
量に係る参酌標準の撤廃  

情報通信技術の活用等の効果を踏まえた  
効率的事業運営や人的資源有効活用を促  
す規制改革の検討・結論：訪問介護事  
業所におけるサービス提供責任者配置基  
準 等  

・グランドデザインの進捗評価と見直し  
・地域包括ケア推進の法体系等の整備  

（2012年虔）  

公的保険サービスを補完し、利用者の多様なニーズに応える介護保険外サービスの利用促進  
策（地域lこおける提供促進体制の構築強化を含む。）の検討・実施  

民間事業者等によるサービス付き高齢  
者賃貸住宅の供給支鎧  

民間事業者等によるサービス付き高齢者賃貸  
住宅の制度化に関する法律の改正  

PPP（官民連携）による公共賃貸住宅団  
地への医療・福祉施設導入  

2013年度までに  

実施すべき事項  
2020年までに  

実現すべき成果目標  
2011年度に  

実施すべき事項  
早期実施事項  

（2010年度に実施する事Ⅰ頁）  

2．医療・介護と連携した健康関連サービス産業の成長促進と雇用の歳出  

健康関連サービ  r（新）健康日本21J策定（2012年産まで  
に）、その取組の推進  と雇用の創  ・医撮■介護と生活との関わりを支操する健  

康関連サービス事美香の品質基準の整備  
・医行為グレーゾーンの整理・明確化  
・医療一介護・健康関連サービス事業者間の  
連携標準約款の策定  
（いずれも継続的に2010年産から措置）  

市場規模  25兆円  
新規雇用  80万人  

医療・介護と関わる生活を支捜する事業  
者を中心としたコンソーシアムの形成  

保険者たよる健康づくりを促進させるイン  
センティブ制度の設計・導入  活習慣病の大幅改善  

く参考）全死亡者数の6割、国民医療費の3割  
（約11兆円）を生活習慣病で♯消  

先進的な取組を踏まえた地域の健康づく  
り成功モデルの追求、展開促進  

多様な事業者のシームレスな連携を前提とした医療・介護・健康に係る個人情報の取扱ルー  
ルの策定、情報システムの標準化・互換性確偏  

健康寿命の延伸  
（蓼考値）健康寿命：男性73ま・女性78歳  

ーWHO2010（平成伯年億）  
研究者・足掛事業者等による国保有のレ  
セプトデータ等の利活用に関するルール  
の整備  

データ利活用の申請受付の  
開始（2011年度早期）  

晃「新しい公共Jや風間事業者による健康・生   
者支援サービス（疾病予防t疾病管理サー   
ビス、l已食、移動・移送、健康食品、健康捜   

乱健すリテラシ丁数育、癒L温泉指導．  
国民の健康な生活を支えるサービス提供人材  

（健康リテラシー向上や医療等情報システムを担う人材を含む。）の強化・育成  
フィットネス、′〈  
宅サTビス専）   



2011年度に  

実施すべき事項  
2013年度までに  

実施すべき事項  
2020年までに  

実現すべき成果目標  
早期実施事項  

（2010年度に実施する事項）  

4．ドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの解消  

先進医療の評価・確認手続の簡  
素化  

未承認葉・機器を提供する医療機瀾の  
選定とネットワーク化  

早期臨床試験の強化やグロー′くル藍床研  
究拠点の整備を含む「ポスト治験活性化5カ  

年計画」の策定  
r治験活性化5カ年計画」の評価  新治験活性化計画の実施  

未承認医療機器の岳床研究に係る薬  
事法適用範囲の明確化  

医療機器の開発・製造に係る法的論点の整理と解決  ドラッグラグ、デバイ  
スラグの解消  

l人員750名  ・医薬品医療機器総合機構の人員増強、  
アカデミア・企業等との人材交読  
・臨床評価ガイドライン等の各種ガイドライ  
ンの策定  
・アジア各国の審査機関への技術協力の  
検討  

米国並みの事査期間（医薬12ケ月、横幕14ケ月）達  

「E】本発シーズの実用化に向けた薬事戦略  

相談（仮称）」の創設  
1  1  

1  l  ・既存データベースの活用  
・大規模医療情報データベースの構築・  
医薬品等安全対策への活用  

医療データ活用のための個人情報の保  
護に関する指針の整備、  

革新的医薬品・医療機器を評価するため  
の償還価格制度の見直し検討  

償還価格制度の見直し  

5＿医療の国際化推進  

国際医療交流（外国人患者受入  
れ）のための  

・規制緩和の検討・実施  
・推進体制・認証制度創設の検討  

国際医療交流のための  
・規制緩和の実施  
・推進体制及び認証制度の整備  
・医療機関のネットワーク化  

海外医療1幾関  
との連携推進  2012年度から本格受入  

日本の高度医療及び  
健診に対するアジアトッ  

プ水準の評価・地位の  

獲得  

■外国人医師・看護師による国内診療等の規制 l  ル、わゆる【医療滞在ピザ」の設置（査証・在l  

常資格対応）  
l  

・外国人医師■看護師による国内診療等のl  

緩和の実施  

・外国人患者受入れ推進体制（プロモーション l  
を含む。）の整備  規制緩和の検討  

・外国人患者受入れ推進体制（プロモーショl  ・外国人患者受入れに資する医療横関認証制 l  
度の整備  ンを含む。）の検討  

・医療言語人材の育成  l・医療雄周のネットワーク化  l  

◇働連携碩化   

＞病院・病床の役割分担を進め、急性期医療の機能強化、リハビリ・在宅  
医療などの充実・連携強化により、シームレスな医療提供体制を構築   

＞患者や市民の参画による、地域のニーズを反映した医療提供体制の整備   
＞4疾病5事業の医療連携体制の構築強化、病院機能の見える化  

◇ 専門職種の役割分担の見直し   

＞「チーム医療の推進に関する検討会」の報告書を重け、特定看護師（仮  
称）制度など、医療関係職種間の役割分担を推進   

＞看護師、薬剤師、介護職員等、既存の医療・介護関連職種の活用促進・  
役割拡大、医療クラーク等の大幅な導入促進   

＞介護職員等の医療行為（癌の吸引・経菅栄養）について特真において看  

護師と連携して円滑に進めるとともに、更なる措置について、法的措置  
を含めて検討  

◇ 地域における医師の確崖   

＞チーム医療の推進等により、OECD平均並みを目指して実働医師数を  
増加   

＞診療科ごと、地域ごとの医師等の不足の実態把握  

平均在院日数（19日）の縮減芋国  
民のQOL向上、職場・家庭への早  
期復帰実現  

平成22年度に特定看護師（仮称）  

の試行事業を実施（その状況を踏ま  

え制度化を検討）  

平成22年度から実施  

平成22年中にグランドデザインを  

策定  

平成22年に開始し、同年夏過ぎを  

目途に公表   



※新成長戦略（平成22年6月18日閣議決定）   

「健康大国戦略」  

◆ 海外での開発・上市が先行するドラッグ・ラグ、デバイス・ラグ  
◆ 諸外国と比べて高コストの治冨実体制  

◆ 安全性基準、国際標準が定まっていない生活支援ロボット  

◇㈲消   

＞医薬品医療機器総合機構の人員増強、アカデミア・企業等との人材交流、臨床評  
価ガイドライン等の整備、アジア各国の審査機関への技術協力の検討等により、  

開発から承認までの期間を短縮  

◇瀾篭・実用化促進   

＞医療の実用化促進のためのコンソーシアムの創設と研究支援人材配置・研究費の  

重点配分、先進医療等の規制緩和   
＞未承認薬・機器を提供する医療機関の選定とネットワーク化、当該医療機関にお  

ける先進医療の評価・確認手続の簡素化   
＞早期臨床試験の強化やグローバル臨床研究拠点の整備を含む「ポスト治験活性化  

5カ年計画」の策定・′実鹿   

＞未承認医療機器の臨床研究に係る薬事法適用範囲の明確化、医療機器の開発・製  

造に係る法的論点の整理と解決   
＞再生医療の臨床研究力＼ら実用化への切れ目のない移行を可能とする制度的枠組み  

の検討・整鱒   
＞大規模医療情報データベースの構築・活用による医薬品等安全対策の推進  

＞「日本発シーズの実用化に向けた医薬品・医療横器薬事戦略相談事業（仮称）」め創設   

＞新薬創出・適応外薬解消等促進加算制度の実施により薬価の引き下げを緩和  

医薬品：平成23年度までに2．5年の卜■ラッグ・ラ  

ク■解消  
医療機器二平成25年度までに19カ月のデハ●イ  

ス・ラグ解消  

2020年までに約7000億円／年の経 済効果  
平成23年度以降実施  

平成22年度以降実施  

平成22年度以降実施  

医療データ活用のための個人情報の保護に関す  
る指針を整備し、2013年度までに構築  

平成23年度開始を検討  

平成22年度（試行的導入）  
医療費ベースで約700億円を充当  

◇ ワクチン開発一生産体制の整備   

＞基金の活用による新型インフル工ンザワクチン開発・生産体制の整備   

＞トランスレーショナルリサーチ（基礎から実用化への橋渡し研究）の  

推進等によるワクチン開発の推進   

◇ 介護機器（福祉相 生活支援ロボットの実見化   

＞介護機器（福祉用異）の研究開発の推進・臨」末評価の拡充   

＞介護機器（福祉用異）における給付のあり方の検討（サービスの向  

上・貸与と販売の整理等）   

＞生活支援ロボットの基本安全性・評価手法の確立、国際標準化の推進  

（経産省と連携）  

全国民分の新型インフル工ンザワク  

チンの生産期問：5年以内を目途に  

1年半－2年→約半年  
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Qし医療を支える基盤（ソフH   

・医師等医療人材の確保   

・情報提供・広告・安全確保  

■ 医療法人   

Q 
一 医療施設体系   

・特定機能病院、地域医療支援病院   

0地域における医療体制   

・医療計画   

・救急医療、小児・周産期医療 

■ 在宅医療   

※医療計画については、4疾病5事業に係る医療機能の見直しなどの実務的な検討を行うため、別途検討会を設   
置（詳細は次項参照）  
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医療計画の見直しに関する検討会（仮称）について（案）  

ユ．検討項目  

■ 医療体制の構築に係る指針（＊1）に示された、4疾病5事業（＊2）に係る医療機関に   

求められる医療機能の見直し   

・医療計画の達成状況を把握するための指標の在り方  

■ 医療計画策定のためのデータ集積・分析等の在り方 等  

＊1疾病又は事業ごとの医療体制構築に係る指針（平成19年7月20日指導課長通知）  
＊2 がん・脳卒中・急性心筋梗塞・糖尿病・救急医療・災害時における医療・へき地の医療・周産期医療・小児医療  

2．スケジュール  

平成25年度からの次期医療計画の開始に向けて、平成23年度中を目途に検討結果を  
とりまとめる。  

※ 委員は、関係団体、自治体及び有識者で構成  
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予算関係資料  

1．平成23年度概算要求の概要等（厚生労働省医政局）  

2．経済危機対応・地域活性化予備費め活用  

（平成22年9月・24日閣議決定） 

芦・・円高・デフレ 

（平成22年▲10月8日間議決定） 



平成23年度概算要事の概要   

（厚生労働省医政局） 

平成23年度概算要求・要望額  1，・8．86億7千4百万円  

〕
 
 

うち、概算要求額  
元気な日本復活特別枠   

1＼70’4億1千3百万円   
182億6千1す万円  

平成2 2年度予 算 額1，943億3千6百万円  

差 引 培 ▲ 減 額   ▲56億6千丁百万円  

対   年   度   比  97．1％   

（注）上記計数には、厚生労傲科学研究．費補助金等は含まない。  
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主要施策  

1．地域医療確保対策の推進  

48，、792百万円（52，366百万円）  

医師の地域偏在の是正など地域医療を担う人材の確保を図るとともに、質の高  
い医療サ⊥ビスを実現し二国鳥が安心・信頼できる医療提供体制を確保する  

（1）地域医療支援センター、（仮称）の整備  1，714百万円   

必要医師数実態調査の結果を踏まえ、地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援、  

医師不足病院への医師の派遣調整・あっせん（無料職業紹介）等を行ラため、都道府県  

が設置する「地域医療支援センター（仮称）」の運営に係る経費について財政支援を行  

う。（新規・特別枠）  

（2）臨床研修の充実  3，097百方円  

① 臨床研修の指導体制の充実（新規・特別枠）   2，910百万円  

地域医療の中核を担う臨床研修病院におし 

行う臨床研修指導医を確保するため、医師不足診療科の臨床研橡指導医における休日・夜間  

の指導手当に係る経費について財政支援を行う。  

② 臨床研修の質の向上及び研修医の確保等に向けた臨床研修病院群の形成促進（新規）  

187百万円 

地域の特色ある研修プログラムの作成や研修医の適正配置に関する協議など臨床研修の質   

の向上や地域医療を担う人材の確保に向けた取組（臨床研修病院群の形成）を促進する。  

チーム医療の総合的な推進  1，556百万円   

看護師、薬剤師等医療関係職種の活用の推進や役割の拡大によりチーム医療を推進し、各  
職種の業務の効率化・負担軽減等を図るとともに、質の高い医療サービスを実現するため、  
平成占2年度に策定するチー■ム医療のガイドラインに基づく取組について、その安全性や効果  

の実証を行う。（新規・特別枠）  

女性医師等の離職防止、・  復職支援  2′ 444百万円   

出産や育児等により離職している女性医師の復職支援のため、都道府県に受付・相談窓  
口を設置し、研修受け入れ医療機関の紹介や復職後の勤務態様に応じた研修を実施する。  

また、子どもを持つ女性医師や看護職員等の離職の防止及び復職支援のため、病院内保  
育所の運営に対する支援について、新たに休日保育を対象に加えるなどの充実を図る。   



（5）看護職員の確保策等の推進  3，337百万円   

看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止の観点から、新人看護職員研修の更  
なる普及や充実を図るため、新た′に新人看護職員を指導する教育担当者及び実地指導者等に  

対する研修の実施や、病院内保育所の運営等に対する財政支援わ拡充などを行う。  

（6）へき地などの保健医療対策の充実  2，0・14百万円   

へき地医療支援事業の企画・調整などを行う「へき一地医療支援機構」の充実を図るほカチト  

人き地医療の現場を担う人材を育成するため、へき地医療拠点病院における人材育成機能を  

強化する。  

（7）在宅医療一在宅歯科医療の推進  448百万円  

① 在宅医療の推進（新規）  138百万円   

在宅医療を希望する患者ができる限り住み慣れた坤域や家庭で生活を送ることを支え   

ていくため、医療一福祉・保健にまたがる様々な支援を包括的かつ継続的に提供してい  

く連携体制の碍築に郎ナた取組を行う。   

② 在宅歯科医療の推進  246百方円   

生涯を通じて歯の健康の保持を推進す卑ため、寝たきりの高齢者や障害者等に対する在宅   

歯科医療について、地域における医科、介護等との連携体制の構築、人材の確保こ在宅歯科   
医療機器の整備等について財政支援を行う。  

（8）医療分野の情報化の推進  925百万円   

新成長戦略（平成22年6月18日間議決定）等を倦まえ、シームレスな地域連携医療を実  

現するため、．、医療機蘭同等でのデーダ共有や、個人が自らの診療情報等を電子的に管理・活  

用できる仕組みを構築ナるための夷証事業を実施し、情報サービスの確立を目指す。（新規）   

またこ電子カルテ導入等ゐ医療分野の情報化の推進や遠隔医療の設備整備に対する支援  

を行い、地域医療の充実を図る。、  

（9）歯科保健医療対策の推進  485百万円   

8020運動について、成人め歯科疾患予防や検琴の充実を行うなど、生涯を通じた歯  

の健康の保持を引き続き推進する。   
全てのライフステージにおける 

はじめとした取組の効果について検証を行うため、歯科疾患に関する実態調査を行う。   

また、．安全で安心かつ良質な歯科保健医療を提供する観点から、歯科医療安全等に関す  
る情報収集等を行い、国民や歯科医療関係者へ歯科医療に関する情報発信を行う。   



2．救急医療■周産期医療の体制整備 

2 

救急、周産‘期等の医療提供体制を再建し、国民の不安を軽減する  

（1）救急医療体制の充実  14，716百万円  

① 救急医療体制の整備  5，461百万円  
救急患者の円滑な受入れが行われるよう、受入困難患者の受入れを確実に行う医療機関  

の空床確保に対する財政支援を行うとともに、・重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる  

救命救急センターに対する財政支援を行う。   

②ドクター人り導入促逸事業の充実  2，932百万円   
早期治療の開始と迅速な搬送による救命率の向上を図るため、ドクターヘリ（医師が同  

乗する救急医療用ヘリコプター）事業を推進する。  

③ 重篤な小児救急患者に対する医療の充実   
超急性期にある小児の救命救急医療を担う  

援や、その後の急性期にある小児への集中的・  

対する財政支援を行う。  

605百万円  
「′J、児救命救急センター」の運営に対する支  

専門的医療を行う小児集中治療室の整備等に  

（2）周産期医療体制の充実  8，519百万円   

地域において安心して産み育てることのできる医療の確保を図るため、総合周産期母子  
医療センター及びそれを支える地域周産期母子医療センターの肝ICU（母体・胎児集中治療  

室）、NICU（新生児集中治療室）等に対する財政支援を行う。  

3．革新的な医葵晶・医療機器の開発促進  

20，917百万円（21，374百万円）  

革新的新薬■医療機器創出のための臨床試験拠点の体制整備、研究費の重点  
配分など、革新的な医薬品・医療機器の開発を促進する  

く1）世界に先駆けた革新的新薬・医療機琴創出のための臨床試験拠点の整備  

5，054百万円   

日本発の革新的な医薬品・医療機器を創出するため、世界に先駆けてヒトに初めて新  
規薬物・機器を投与・使用する臨床読験等の実施拠点となる医療機関の木材確保、診断  

機器等の整備、運営に必要な経費につい七財政支援を行う。（新規・特別枠）   

ヽ  

－3－  
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（2）グローバル臨床研究拠点等の整備の拡充  799百万円   

医薬品開発の迅速化を図り、ドラッグラグの解消に資するため、外国甲研究機関与の  

国際共同治琴・臨床研究を実施する拠点の体細整備を行うとともに、国内における未承  

認薬等の開発を推進するための治験支援拠点毎の体制整備を呑う。  

（3）医薬品・医療機器に関する研究費の重点化一拡充  1●4．545百万円   

革新的な医薬品・医療機器の臨床研究・実用化を促進するために、再生医療、次世代  

ワクチン、ナノメディシン、活動嶺域拡張、・希少疾病への研究費の重点化等を行う。  

（4）覧の高い臨床研究・治験の実施休制の強化   

高度な臨舜研究・治験を実施する人材の育成と確保を図るため、臨床研究コーディネ  

「ダー及びデータマネジャー育成に対する支援を行い、質の高い臨床研究・治験の実施  

体制の強化を図る。（新規）  

（5）後発医薬品の使用促進  101百万円   

後発医薬品に関する理解を向上させるため、各都道府県に設置した協議会において、  

地域の実情に応じた事業を検討，実施するとともに、新たに保険者が差額通知サービス  

（被保険者に 

すくするための環境作りを行い、より一層の推進を図る。  

4．その他  

（1）（独）国立高度専門医療研究センタ「及び（独）国立病院機構におけ 

79，833百万円  

【うち、元気な日本復活特別枠 7，027百万円】  

①（独）国立高度専門医療研究センター及び（独）国立病院機構における政策医療等の実施  

72け 806百万円   

全国的な政策医療ネットワークを活用し、がん、循環器病等に関する高度先駆的医琴、   

臨床研究、教育研修及び情報発信を推進する。   



② 先端医療技術等の開発・研究の推進（国立高度専門医療研究センター）（新規・特別枠）  

7，027百万円   

国立高度専門医療研究センターの豊富な症例数、専門性などの特性を活かし、日本発   

の革新的な医裏品、医療技術の開発に資するため、研究の基礎となろバイオリソース※   

を蓄積し、医薬品、医療機器等の開発を行うとともに、研究成果の迅速な実用化を困る   

ための知的財産管理の体制垂備を行う。  

※ バイオリソースとは、研究開発のための材料とし 

生体試料、さらにはそれらから生み出された情報等のこと。  

35．645百万円   ハ ンセン病療養所の充実  （2）・国立  

居住者棟の更新築整鹿を推進するとともに、リハビリ体制を強化するなど、入所者に  

対する医療及び生活環境の充実を図る。  

つ 適正な受入等  269百万円   外国人看護師候補者の円滑か  経済連携協定に基づく  

経済連携協定に基づく外国人看護師候補者を円滑かつ適正に受け入れるため、看護導  
入研修を行うとともに、受入施設に対すろ巡回指導や日本軍の習得を含めた看護師国家  
試験の合格に向けた学習の支援を行う。  

のための体制整備に向けた取組 39百万円   （外国人患者の受入れ）  ）国際医療交流  

新成長戦略において国際医療交流を推進するとされたことを踏まえ、外国人患者を受  
け入れる医療機関の質の確保を図ることを目的に、外国人患者の受入に資する医療機関  
の認証制度の整備に向けた取組を行う。（新規）  

11百万円   （5）統合医療の情報発信に向けた取組  

近代西洋医学と伝統医学・相稀代替医療を組み合わせた統合医療について、国民にわ  
かやすく、適切な情報発信を行うため、統合医療の技術評価の手法、情報発信の対象、  
情報発信の在り方等について検討を行う。（新規）  

264百万円  死因究明体制の充実に向けた支援   

異状死及び診療関連死の死因究明において死亡時画像診断の取組を促進させるため、  

医療機関に対する支援等を充実する。  

8   



成支妻   

専業の効妄ト  蘭赦抽轍鮒輔  

d二二転師とし七め再来t±本妻を持づことなく三言地威医療l±鹿事セきる 

勤務壕境を提供する（地球枠医師の涛用事） 

0県内や車施〔ている庭師確保対策め情報を総合泰白とし七 

＋⊥元的に提供す冬 

○求人十求線情報を全国的に提倶する 

《地唾準軒≠鍵草す冬医師を曜味し」そめ帯革を翠≡  自重全0年＝行幸22年   

土とに皐り二‘摩師由地球偏在を解消す奉》 怒感廠さ寅 

地域枠医師のキャリア形成と地域定着を支援  

地域医療支援センター（仮称）  

【総合相談窓口と情報発信】 

医師確保に係る総合相談窓口として、県内外   
の医師や医学生、高校生などからの様々な相談   
に対応。HPを開設し、地域枠医師の募集、医   
療機関の求人、都道府県内の医師確保対策の内   
容等を情報尭信  

【地域枠医師のキャリア形成支援】 

最新医療技術の習得聯会が得られないことな   

どの地域枠医師の不安を解消し、地域医療への   

定着を図るためのキャリア形成支援（専門医、   

認定医の取得等）を実施  

【指導医の養成と研嘩体制の整備】  

若い医師は高い能力の指導医の下で医療技術   

等の習得を希望しているため、指導医の養成を   

行い、地域医療機関等に計画的に配置すること  

セ、、地域での研修体制を整備  

【医師のあっせん】   

内外の医師の求職情報、医療機関め求人情報、   

求人医療機甲の施設概要等の情報を提供するこ   

とを通じてく地域医療に従事することを希望す   

る医師の地土或医療機関等へのあっせんを実施  

【地域医療関係者との意見調整】   

支援センターを円滑に運営するためには、  
県内の医療関係者（大学、中核病院、医師会等）  
の協力がなければ成り立たないため、地域の医  
療提供体制の確保のために一体となって取り組  

むための意見調整を実施  

【地域医療に従事する医師の支援】  
研修・学芸等への出席期間中の代彗医師の   

手当てや中核病院での研修など地域医療に従   

事する医師の支援を実施  

9   
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（注）計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致Lないものがある。  

1射即  
如4 債円  

1潮 
（1）新卒者雇用に関する緊急対箕  

03年以内既卒者採用拡大奨励金さ5僚円  ノ03年以内既卒者トライアル雇用奨励金 65億円  

0ジヲ 

○多様なインターンシップ接会の提供・100億再．  等  

1，171▲ 億円  （2）雇用創造・人材育成の支援  

0パーソナル・サポート・モデル事業の実施罰億円  

○森林・林業再生緊急対策・61億円  0「重点分野雇用創造事業Jの拡充い湖億円  

○地域雇用創造fCT絆プロジェクト60億円  

●（3）中小企業に対する金融支援（既往貸付の返済負担の麗減）  

L 
．． 

（2）中小企業等の高付加価偉化、販路開拓等の緊急支援  

0戦略的基盤技術高度化支援事業の拡充100億円  

○中′ト企業の海外販路開拓支援わ拡充10偉円   

330 億円  

L社卜慮円  

1，100 億円  

111億円▲  

3十「鱒岬  
＼   （1）家電エコポイント制度の延長  

（2）住宅エコポイント制度の延長 

（3）優良住宅取得支援制度（フラット35S）の大喝な金利引下げの延長  

4．・耐震化・ゲリラ蒜雨対策等の十地域の防災対軌  

ヰβ32一億円   

885 億円  
1，412 債円  
2．235 億円  

⊥旦し噂男  

・571億由  （1）病院等の耐護化等対策■   

○災害拠局病院等の耐震化の促運卜360旗円   

0学校施設の耐震化等の促進 210偉円  

（2）ゲリラ豪雨対策等緊急防災対策 

0道路、．言動II等の防災・震災対馬 705億円 ○農地の湛水被害等の防止対嚢180億円   

○山地災害等の防止対照 30偉円   

○老人関係施設のスプリンクラー整備等の促進137嬢円 

1、101億円  

9，179 億円  

2   
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（別紙）  

「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」について  

円高・デフレ対応のための   

緊急総合経済対策  

ノ   

～新成長戦酪実現に向けたステップ2～  

「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」を別杯のとおり  

定める。  

平成22年10月8日   



円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策   

～戯成長脚／プたステップ2～   
Ⅰ．基本的な考え   

1．経済の現状認亘て  

1   

1  

2   

5   

5  

6  

6  

7  

9  

2．本経済対策の考え方  

前場紘急激聯軋レ脚こスと」♪、感敬啓って誘弥L、デ  

フ城萄牡責索のβ樹謝た鋤凄めのとLて7－く笑め／ご、一柳ガ牢  

∴トニこ∴・・こ一項さ●′・；ニーて・・∴い・し‾′：‾・i二小∫こごこ・辛く．一二一：、∴二∴∴さ朴∴－⊥′ト，・・てニナこ卜∴・．一  

β仁虎叡／為   

その庚テップ7ノ比て急速な何蘇デブレ据／ユ絆して戯効鱈のある屠記礪  

や符に震軒虜局叡出発賓の虜レ鹿野こ豪家を置き、覇或彪棚一彪  

威潜曹化予膵費像J田鹿巧ノ翻した努畠㈱こ夢Lた∠ごろであ為  

御許て▽釆ごれに好く膨で／ヌテ㌢ア2／として農計層棚、必要7こ応  

じ、粛正柔穿御感勤労・晰を行い、きら／ご／ヌテンプ乱せんて予頻  

や痴静祭罰鎗ガ宅感′こお働こと／こよ久デブ城却  

∠層二好叡鑑配Lた摩滅或斉の美質をβ拶すごととしている   

廃紙この／搬ノのステッフ2あ完好す憲邑のて法る  

匝．融埠頭  

1．雇用■人材育成  

（1）新卒者・若年者支援の強化  

（2）雇用調整助成金等による雇用下支えと生活支援  

（3）雇用創造・人材育成  

2．新成長戦略の推進・加速  

（1）グリーンイノベーションの推進～環境・エネルギー大国戦略～……‥‖‥10  

（2）ライフ・イノベーションの推進 ～健康大国戦略～  11  

12  

13  

14  

（3）アジア経済戦略の推進  

（4）科学・技術・情報通信立国戦略の推進  

く5）円高メリットの活用  

3．子育て、医療一介護・福祉等の強化による安心の確保‖……………‥．……………‥15  

（1）子育て  15  

16  

17  

18  

20  

20  

23  

25  

26  

27  

29  

.29 

29  

30  

31  

32  

l（2）医療  

（3）介護等高齢者の生活の安心の確保  

（4）福祉等  Ⅰ．基本的な考え方  
4・地域活性化、社会資本整備、中小重美対策等  

（1）地域活性化  

（2）社会資本整備  

（3）中小企業対策  
1．経済の現状認識  

（4）その他  

5．規制・制度改革  （景気の先行き悪化懸念の強まり）   

我が国経済・雇用の動向を見ると、「3段構え」のステップ1（緊急的な対  

応）決定以降も、回復力の弱さや先行きの下押しリスクを示す動きが続いて  

おり、景気を巡る環境の厳しさが増している。   

輸出は、準外経済の減速傾向等から、これまで景気回復を支えてきたア  

ジア向けを中心に鈍化している。生産は3ケ月連続で減少し、企業の先行  

きの景況感は悪化している。経済全体の需給ギセップは依然として大きく  

供給超過の状態にあり、物価は1年半にわたり下落が続くなど、デフレが  
1 

○施策執行の進捗管理  

○本対策の規模  

○本対策の効果  

（別紙）本対策の規模  

別表1既定の改革の実施時期を前倒しする事項  

別表2国を醜く経済戦略分野を中心とした規鰍制度改革事項‥‥……‥…  



まネ、「そ甲場しのぎ」の対策ではなく、’将来を見据えた「国家戦略」の一   

環として対策を実施することを通じて、企業が安心して投資と雇用に乗り   

出せる環境づくりを目指す。このため、新成長戦略の施策・事業を大胆   

に加速する。  

こうした考え方に基づく「切れ目のない」迅速な政策対応により、デフレ  

脱却と、成長分野における雇用の創出が家計の所得・支出の増加につな  

がるような経済の「好循環」を確かなものとする。   

く円高、デフレ状況への対応）   

我が国経済の喫緊の大きなリスクである円高、そしてデフレ状況に対し  

ては、需要・雇用面に加え、引き続き為替・金融面からの対応が必要であ  

る。  

為替につし 

影響を与え看過できないとの観点から、引き続き、必要な時には為替介入  

を含め断固たる措置をとるこ一方、円高にはメリットもあり、これを最大限活  

用するために、新成長戦略甲考え方に基づき、海外資源の積極的な確保  

を含めヒト・モノヤカネの流れを活性化させる施策を積極的に推進する。   

金融政策面で埠、日本銀行は、金融緩和を一段と強力に推進するため  

「包括的な金融緩和政策」を決定し、これを実施している。日本銀行に対し  

ては、デフレ脱却が政府と日本銀行の政策課題であるとの認識を共有し、  

引き続き、政府と緊密な情報交換・連携を保ちつつ、適切かつ機動的な金  

融政策の運営によって経済を下支えするよう期待する。   

慢性化しているp失業率は依然5％超の高水準が続き、若年者の雇用状況  

が厳しいことに変わりはない。街角目線からみても、景気に対して弱めの見  

方が増えている。   

為替市場は」本年9月に約6年半ぶりにとられた為替介入もあって、円高  

の急速な進行が一服したものの、企業わ採算レートから見れば依然卑して  

円は厳しい水準で推移している。   

自律的な景気回復実現の要である雇用の改善が進まず、生産から所  

得・支出へ景気回復の力が広がっていない中で、円高の畢期化や海外経  

済の減速といった外的要因は、我が国景気を先行き下振れさせる大きなリ  

スクである。◆こうした下振れリスクカ．吟後顕在化していけば、新成長戦略が  

目指すデフレ脱却や自律的回復の実現が遠のく恐れがある。  

の考え方  

（スピードを重視した需要・雇用の切れ目ない創出）  

このように厳しい経済情勢や先行き懸念を踏まえ、予備費を借用したス  
テγプ1から間をおかず、平成22年度補正予算の編成を行い、以下の3つ  

の視点に立脚した本経済対策（ステップ2）を迅速に実施する。   

①今後の需要輝少懸念への備え、々イγド安定への働きかけ   

ステップ1が、円高・デフレ状況へのスピ」ドと即効性を葺祝した緊急   

的な対応であったのに対し、ステップ2では、補正予算の帝成・実施料   

通じ、今年末から年明け以降の景気・雇用の悪化めリスクに対し、これに   

先手を打つよう需要面からの備えを行う。これにより、国民や企業のマイ   

ンドに安忠盛をもたらし、成長経路の下顕れ懸念に対応する。   

②来年度予算実行への橋渡し  

需要・雇用創出を着実に後押しし、新硬長戦略の本格実施にあたる   
平成23年度予算の実行につなげる。   

③新成長戦略の前倒し 

需要面の成長志向とデフレ脱却という新成長戦略の目顔をしっかり踏  

2  



（本対策の5つの柱）   

これらの対応に加え、新成長戦略に基づき、中長期的な需要の嶺化に資  

する施策・事業を大月旦に推進する。具体的には、平成23年度「元気な日本  

復活特別枠」等にかかる施策・事業を前倒ししつつ、以下の5つの柱の下、  

経済の活性化や国民生活の安定・安心に真に役立つ施策を実施する。  

Ⅱ．ステップ2の具体策  

1．雇用■人材育成   

厳しい雇用情勢が続いていることを踏まえ、新卒者の就職支援、企業の  

雇用維持努力への支援等を進めるとともに、成声分野を中心とした雇用創  

造・人材育成を図る。  
第一の柱「置用・人材育成」 

若年者を中心に依然厳しい雇用情勢に対して、新卒者の就職支線、企ノ   

業の雇用維持努力への支援を進めるとともに、成長分野を中心とした雇   

用創造・人材育成を図る。  

第二の柱「新成長卑如各の 

環舜・エネルギー、ライフ・イノベーションなど成長分野の基盤整備を加   

速しつつ、成長の成果が早期に国民に還元されるよう取組を推進する。  

第三の柱て子育て、医療・介護・福祉等」   

国民が安心して暮らすことができ、また、子どもを産み育てながら働けるよ   

う＼社会保障を強化し、その潜在需要の実現を雇用の拡大につなげる。 

第四の柱「地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等」 

成長の牽引力となるインフラ整備を前倒して実施するとともに、地域を支   

える中小企業支援を含め地域活性化を図り、地域の視点に立った重点   

的な支援を行う。、  

第五の柱「規制欄J度改革」   

ステップ1に続き、財源を使わない景気対策として、及び新成長戦略を   

推進するための政策ツールとして規制・制度改革を強力に推進する。  

（1）新卒者・若年者支援め強化   

O「新卒者就活応援プログラム（仮称）」の実施等   

○若年者等正規雇用化特別奨励金の拡充   

○中小企業を中心とする企業と学生のミスマッチ解消  

（2）雇用調整助成金等による雇用下支えと隼活支援   

○雇用調整助成金の要件緩和  

′○派遣労働者の直接雇用を促進するための奨励金の拡充   

O「『住まい対策』の拡充」の延長   

○貧困・困窮者の「絆」再生事業の実施   

○パーソナルヰポート・サービ云の制度化に向けた検討  

（3）雇用創造・人材育成   

○重点分野雇用創造事業の拡充   

○緊急人材育成支援事業の延長等  

○成長分野等人材育成支援事業の実施   

○実践キャリア・アップ制度の推進   

O「新しい公共」の自立的な発展の促進のための環境整備   
（今後の対応）  

本経済対策に基づき、既定予革の痕用に加え、平成22年度補正予算を  

編成し、以下に掲げる施策を速やかに実施する。   

また、今後については、引き続き景気・雇用動向への警戒を怠ることなく、  

予算や税制等、平成23年度における新成長戦略の本格実施（ステップ3）  

につなげ、デフレ脱却と景気の自律的回復に向けた対応に万全を期す。  

4  



僻若年者支援の強化 

彪／レ威戯県家・層聯甥必まれ5中、廟率軍■醐   

＜具体的な措置＞   

Q呼卒考就活応援プログラム（仮称）」め実施等【厚生労働軋内面聞  

け）新卒者就職実現プロジェクトの拡充．  

経済危機対応・地域活肘ヒ予備費において措置した「3年以内既卒者（新卒   

扱い）採用拡大奨励釦・「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」（廟卒者就   

職実現プロジェクト」）を拡充し、平成23年度末まで延長するとともに、長期の育  

成支援が必要な者への支援を行う。   

（イ）「新卒応接ハロ⊥ヮ「ク」の機能強化によるワン・ストップけ－ビスの更な  

る推進等  

「新卒者就職実現プロジェクト」も活用しつつ、新卒応援ハローワークにおい   

て、ジョブサポーターを増員し、採用意欽のある中小企業等とのマッチングや  

定着支援、面接会の開催など、ワン・ストップできめ細かな支授の充実を図る。  

また、特に雇用情勢が厳しい沖縄県において新卒者に対する就職支援を睾  

点的に行う。   

○琴年軍学即見雇用化準男嘩励金の拡充【厚生労働省】  

年長フリーク」等の正規雇用を支援する「若年者等正規雇用化特別奨励  

1  蝕のうち、「トライアル雇用活用型」の支給対象者（25～39轟）をこついて、25意気  
未満の者も対象に含めるよう年齢枠を拡大する。   

○中小企業を中心とする企業と学生のミスマッチ解消【嘩済産業省】  

ジョブカフェにおける中小企業等向けの求人開拓を一層進めるとともに、中  

小企業等の魅力を発イ言する事業を強化する。  

るととめ／こ倉囲■鵬する   

＜具体的な措置＞  

脚牛緩和【厚生労働省】   

雇用調整助成金について、急激な円高を受け、直近3か月の生産量が3年 

前の同時期に比べ15％以上減少している赤字の企業も対象とする要件緩和を  

行う。あわせて、不正受給防止対策の強化にも取り組む。  

癖励金の砿充【厚生労働省】   

派遣労働者の派遣先での直接雇用を促進するため、派遣労働者雇用安定  

化特別奨励金の積み増しを行う。  

Q「『住まい対策』の拡充」の延長【厚生労働省1  

離職者への住宅手当の支給など、昨年12月の緊急経済対策により拡充した  

「住まい対熟について、平成23年摩末まで享年間事業を延長する。  

卿【厚生労働省】   

「職」■と「住まい」を失うなど支援がなければ不一ムレスとなるおそれのある方  

等に対して、NPO等民間支援団体と協働した総合相談や緊急一時宿泊施設 

の陛供等により、地域生活へゐ復帰、路上化予防、屑路上化防止を図る。  

0パソナル・サボヰサービス懐他 

【内閣府、厚生労働省】   

生活及び就労に関する問題を抱え、本人の力たけでは自立が難しい求職者  

に対し、ニーズに合った触感細面妙つ継続的な声援を行うパーソナルーサボ  

ニト・サ」ビスについて、モディレ事業を実施するとともに、制度化に向けた課題   

の検討を進める。  

（2）雇用調整助成金等による雇用下支えと生活支準  

用有毒斯こよる酬ク孝腐まえ企業勿屠局後樺努カへ御す  

6  

棚をβJ管プつ簸煮から、痢姥ばガ窟・腰扮と潜在勧屏  
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戯ギ大きレ輝こお脚・人材爵雌する   

＜具体的な措置＞  

2．新成長戟略の推進t加速   

グリーイ・ライフ分野において人々や社会の課題解決を行う産業の創出、アジア   

経済戦略を通じたフロンティアの開拓、科学・技術・情報通信といった成長基盤の整   

備など、新成長戦略を推進・加速する。円高メリットの活用とあゎせて、需要拡大を  

通じた経済成長の実現と雇用の創出たより、活力ある日本経済を再生し、成長の成   

果を早期に国民に還元する。  

○重点分野雇用創造事業の拡充【厚生労働省】   

地域において＼介護をはじめとした成長分野に軍ける雇用創出・人材育成の  

取組を促進するため、22年度末までの事業の実施期間を23年度（一部24年  

度）まで延長する。あわせて、対象分野について、成長分野を支える基盤とし  

し て教育・研究を追加するとともに、地域の実情に応じて追加設定できることとす   

る。  

q緊急人材育成支援事業の延長等【厚生労働省】   

雇用保険を受給できない方に職業訓練と生活給付を提供する緊急人材育成  

支援事業について、求職者支援制度の制度化までの間延長するとともに、職 

業訓練の修了者に対する担当者制による就職支援専の体制の強化を図る。  

鱒梢域支援事業の実施【厚生労働省卜   

健康、環境分野及び関連するものづくり分野の生産性向上を図るため、雇入  

れ等を行っ串事業主が、職場以外での職業訓練を実施した場合に、訓練費の   

実費相当を支給する制度を創設する。   

蜘フ制度の推進  

【内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省】  

成長分野における新しい職業能力評価・育成プログラムである実践キャリア・   

アシプ制度の第一次プランとして、①介護人材、②省エネ・温室効果ガス削減   

等人材、③6次産業化人材を対象として導入することとし、年内を目途に制度   

全体の基本方針をとりまとめる。  

P「新しい公準」の自立的な発展軸の環境整備【内閣府】   

国民の積極的な「公」への参加による、公的サービスの無駄のない供給に向   

け、NPO等が自ら資金調達し、自立的に活動することが可能となるよう、衆境   

整備を進める。  

8  

（1）グリーン・イノベーションの推進～環卦エネルギー大国戦略r  

Oレアアース等天然資源確保の推進  

○エコ住宅やエコ家電等の普及促進  

○公共交通等のグリーン化  

○グリーン投資の促進  

○グリーン・イノベーションの研究開発支援の加速  

○環境・エネルギ∵技術の海外展開促進  

（2）ライフイノベーションの推進 ～健康大国戦略～   

○ライフ・イノベ∵ションの研究開発支援の加速  

○直療サービスの情報化促進・国際化推進  

（3）アジア経済戟略の推進  

○アジア拠点化、EP阜の円滑な実施等の推進  

○インフラ／システム海外展開支援  

（サ）科学・技術・情報通信立国戦略の推進  

○技術開発等の推進  

○実証研究・評価のための企業等の施設・設備の整備支援  

○産業革新機構の積極活用  

（5）円高メリットの活用   



本年夏以降の大幅な家電需要の盛り上がりを踏まえ、家電エコポイイト制度   

の円滑な実施を促すため、所要の制度見直しを行うとともに、追加的な予算措   

置を行う。  

（ウ）住宅用太陽光発電システムの導入促進【経済産業省】  

住宅用太陽光発電システムの導入を一層加速するため、その導入費用の⊥   

部を補助する。  

q画化【経済産業省、国≠交通省】  

CNG鱒掃天然ガス）トラック・バスやハイブリッドタクシー等の運送事業用の   

次世代自動車牒虜対応ディーゼル車などの導入・普及促進のため、導入費   

用を補助する。また、自家用のクリーンディーゼ／レ自動車の導入を支援する。   

○グリ⊥ン投資の促進【経済産業省、環境省、由土交通省】  

地球温曖化対策設備投資を行う事業者への利子補給を実施する。また、国   

内クレジットを活申した中小企業の低炭素型投資の促進、建築物の省干ネ改   
修事業の費用補助、低炭素型内航海運船舶等の導入支援を実施する。  

○グリーンイノ呵口速  

【経済産業省、文部科学省】   

電気自動車、省エネ家電、半鐘体等基幹部晶や革新的な生産プロセス、ノ   

ンフロン製品などの開卦実証の加速を通じ、海外に先駆けた実用化を推進す   

る。また、国際熱核融合実験炉（m）計画等の推進を加速する。  

○環境・エネルギー技術の海外展開促進【外務省】  

、ODA等を括用し、優れた環境・エネルギー技術を活用した事業の海外にお   

ける展開を促進する。  

1）グリーンイノ咄   
クリーン・インベーシ㌢ンアニよる成長「傾努・土ネ欄ノの美好に府坊  

戯あ由る咋ケ「ス轡織物鍵郎とと姉 

等の彪緋公共交適者拓りり／－ン碓7エ接／クγ－瀞の銘木中小   

企業等によるウツーン二段資ノの庇温度先断）／クツーン聯，ニ実証ノの勿   

題二裁ガ瀦穿■エネ／揮一題辞め棚  

＜真体的な措置＞  

0レアア十ろ等天然資源確保の推進   

の鉱山等の開発、権益確保」供給確保など【経済産業省、内閣駄文部科学部   

石油天然ガス・金属鉱物資痴機構UOGMEC）を通じて牒帥等質噺こ対   

する支援や技術協力による資顔国との関係強化を行う。また、帝洋資源探査の   

た吟の無人探査機の開発の前倒し等を行う。  

（イ）レアアース等代替技術の開発など【経済産業省】   

レアアース等の代替及び使用皇の低減につながる、「希少卑属代替技術開   

発プロジェクト」の実用化の加速支援及び技術開発支援を行う。  

（ウ〉レアアース筆のリサイクルなど一線済産棄省、環境省】  

いわゆる「都市鉱山」対策として、廃製品からのレアアース等の分解・抽出を   

行う技術開発や設備導入への費用補助を行うほか、実証辛夷の実施等を通じ、   

呵収システムの構築などのリサイクル事業の確立を支援するこ  

（エ）レアアース等利用産業における設備導入支援など【経済革革省】   

レアアース等を利用する産業において、依存度低減やその効率的利用など、   

供給リスクへの耐性を高めるための設備投資を支援する。  

○エコ住宅やエコ家電等の普及促進   

げ准宅エコポイントの対象拡充【国土交通省、経済産業省、環境省】  

エコ住宅のリフォーム等に併せて設置する省エネ性能が優れた住宅システ   

ムの一体的導入を促進するため、住宅用太陽熱利用システム（ソーラーシステ   

ム）、節水型便器、高断熱浴槽へポイント発行対象を拡充するこ  

（巾家電羊コポイントの円滑な琴施促進【経済産業省、総務省，、環境省】  

10  

（2）ライフイノベーションの推進 ～健康大国戟略～  

タ／717・インベ←シ㌢ンによる磨；療・．介厨・慮鹿範扱者推す淵   

「観ノの美；努／こ何伏β腐穿の棚、ノ医療一御厨   

鬼努戴′歴顔の傍雛・屈靴等を据聾す盈   

＜具体的な療置＞  

1 



J   

に向けた技術の確立、案件の発掘・事業実施可能性調査、インフラ／システム  

の運営等を担う技術者の日本での研修等を通じて、事業者の海外展開を支援  

する。また、こうした調査、研修にはODAも活用する。  

○ライフ・イノベrションの研究開発支壌の加速【経済産業省、文部科学省】   

高齢者・要介護者等のための生活支援ロボットや、がんの超早期診断・治療  

機器や重粒子線がん治療装置、革新的な再生医療を実現するための幹細胞  

評価機器等の研究開発・実証を加速する。また、医療機関等と企業の連携によ   

る、医療現場のニーズに対応した医療機器の開発を促進する。  

P医療サービスの情報化促進・国際化推進【経済産業省、外務省】   

一人一人が自らの医療・健康情報を電子的に管理・利用できる「どこでもMY   

病院構想」など、ITの活用による質の高い医療・健康関連サ」ビスを提供でき   

る環境を整備する。また、海外の患者が日本の高度な医療を円滑に受けられる   

よう、コーディネートを行う受入れ機能の整備や国内外の医療関連機関のネッ  

トワーク化等の環境整備、「医療滞在ビザ」（仮称）の創設などを推進する。  

岬技術・情報鳳言立周戦略の椎準 

宇野づ脚一次離スーパーコンと呈「ク掌の虔免雛）棚のこ轡   

慮ク桝、ビジネスなど禅学・戯廟庇塩．靡卿・東証施霹の国   
政鰯軒こよク、卵塔物最オの顔みて演者辟草炭紆・僻酬ごお   

いこ今炭邑鎧界をヅー（、’す急  

＜具体的な措置＞   

0技術開発等の推進【内閣官房、総顔省、経済産業省、文部科学省】  

先端光通信技術、次世代スーパーコンピュータ等の最先端の研究開発を推  

進するとともに、宇宙システムの海外展開に向けた開発支援や、クラウド活用環  

境の構築などを実施する。また、大学や研究センター等の施設・設備の整備等   

により、撃育研究の基盤を強化するとともに、ナノテク分野における旦界的な産  

学官の連携拠点（つくばナノテクアリーナ）を形成するなど、研究開発や人材育  

成における国際競争力を強イとする。さらに、学びのイノベーションを推進する  

ため、学校において利用される英語等のヂジ≠ル教材の開発を行う。   

卿選【経済産業省】  

企業等の研究開発等の拠点を国内に残し新産業の創出を図るため、グリー  

ン・ライフ分野等における発端技術の実証研究・評価のための大規模な設備投  

資の∵部を補助する。   

○産業革新機構の積極活用【経済産業省】  

産業革新機構によるグリーン・ライフ分野等における海外大型買収案件の支  

援を拡充する。  

脚衡斉戦略の推進  

アシアの成定をβ木琴成長／こ腐美7こ綻寿ざせ占ため、クセーノt小企業め膠   

獅∠語瑚アジ列こや晩成4㈱す石   
よ無品こインアえ／／／システム癌仇霜好寧を離す島  

＜具体的な措置＞   

○アジア拠点化、EPAの円滑な臭施等の推進  

【内閣府、経済産業省、外務省】  

グローバル企業のアジア統括拠点・研究開発拠点の誘致の支援を通じたア   

ジア拠点化や、アジアにおける標準化を推準する。また外国人看護師、 

祉士候補者への日本語予備教育の実施や、原産地証明書情報の電子的な提   

供を可能とし、EPAの円滑な実施や利用を促す。さらに、日本ブランドの確立・   

普及等のためのPR・プロモーションを実施する。   

○インフラ／シネテム海外展開支援  

【経済産業省、総務省、国土交通省、外務省】  

国際協力銀行（躇IC）の投融資機能の強化、地上デジタル放送の海外展開  

12  13   



㈱の確保   

国民が安心して暮らすことができ、また、子どもを産み育てながら働け   

るよう、社会保障を強化し、そわ潜在需要の実現を犀用の拡大につなげ   

る。  

卿亭周   

£Lとの鹿絡蟹拶す竃／こ当焙っこ屋弓靡威力銀行び忍JCノし卿一   

朗狗駒浮♂oGル乙だCノ、産業賞鮒洗骨し虎御題プ厨  

．資繊すづとと邑に機密資金務樹の－⊥柳序帝を齢  

（1）子育て  

○保育サービス等の基盤の整備と児童虐待の防止  

○妊婦倖診に対する公費助成の継続等  
療
1
 
 

医
 
 0地域医礫の再生と医療機関の機能強化   

○疾病対策の纏進   

OC型肝炎救済特措法に基づく給付金甲円滑な支給り確保   

○現行高齢者医療制度の負埠軽減措琴の継続  

（3）介護等高齢者の生活の安心の確保 

○介護サービスの充実  

○地域の日常的な支え合い活動の体制づくり   

0重点分野雇用創造事業の拡充（再掲）  

（4）福祉等  

○生清困窮者対策   

○睦害福祉サービスの新体系移行の支援等  

○自殺・うつ病、DV被害者支援対策の推進 

○生活保護、医療保険による生活支援  

（1）子育て  

子どもや子育て寄食会全伊で支え子ともの度節勃好嘩静銘轡すちととめ   

に彪老子育て／就労について巧虜低庭席垂妙奨項て攣る環嬉毅薮原すあ 
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新型インフルエンザが発生した場合に備え必要なプレパンデミックワクチン  

を確保するため、有効期限切れに対応しワクチンの備蓄を行う。  

（イ）子宮頸がん等のワクチン接種の促進【厚生労働省】   

地方自治体における子宮頸がん予防ワクチン・ヒプ（へモフィルスインフルエ  

ンザ菌b型）ワクチン 

講じる。  

（ウ）未承認薬審査迅速化のためのリスク管理体制の構築【厚生労働省】   

厳格な安全管理体制が求められている医薬品（サリドマイド）の安全管理状  

弼の調査、リスク管理方策の実効性評価を行い、その知見を未承認薬の審査  

迅速化に活用する。  

Q⊆聖旺炎拉即青線去tこ基づく綺イ寸金の鞘骨な支給の確保【厚生労働省】   

特定C型肝炎ウイルス感染者等に対する給付金の面骨な支給を確保する。  

○現行高齢者医療制度の負担軽減手昔置の腰塵【厚生労働名】   

70～74歳の窓口負担軽減措置、被用者保険の被扶養者であった方及び低  

所得者の保険料軽減措置を継続する。  

＜具体的な措置＞  

0保育サービス等の基盤御社  
【文部科学省、厚生労働省】  

安心こども基金を積み増すとともに事業実施期限を平成23年度末まで延長  

し、保育サービスや地域子育て支援の充実、児童虐待の防止等「子ども・子育   

てビジョン」を推進する。  

卿賛助成の継続等【厚生労働省】  

妊婦が必要な回数（14回程度）の健診が受けられるよう支援するための基金   

を積み増し、来年度も公費助成を継続できるようにする。また、成人丁細胞白血   

病等の原因となるウイルス「HTいトー1」対策として、妊婦健診に抗体検査を追   

加するなどの取組を行う。  

必医療   

彪飾ごおげ∂屠蘇喜符節姻、釘劫鮒好   

應療か再生仁靡猪貌  

＜具体的な措置＞   

0地域医療の再生と医療機関の磯熊肇世   

（ア）都道府県を単位とした高度一専門医療、救急医療等の整備■拡充等【厚生労働省】  

都道府県に準置されている地域医療再生基金を拡充し、高度・専門医療や   

救命救急センターなど都道府県（三次医療圏）の広域的な医療提供体制を整   

備・拡充する。また、院内感染対策に早急に取り組むため、薬剤耐性菌の解析  

機能強化等を行う。   

（巾医療機関の機能■設備強化【文部科学省、厚生労働省、防衛省】  

大学病院、国立高度専門医療研究センター及び自衛隊病院等について、周   

産期医療体制の整備や医療機器の充実等による医療機能の強化を図る。   

○疾病対策の推進  

くア）新型インフルエンザ対策の推進【海生労働省】  

16  

嘩確爆  

感動款堰誠一Lて獲み好れ控彪好で馨ちL戯ゲられる虜穿を重源す観   

＜具体的な措直＞  

○介護サービスの充実   

（ア）地域密着型サービスの基盤整備と安全確保等【厚生労働省】  

認知症高齢者グループホーム等の防災対策上必要な改修等を支援するとと  

もに、特別養護老人ホーム等の個蟄声ニット化を含めた改修等を支援する。こ  

の中で、小規模特別養護老人ホーム等の平成23年度までの整備目標（16万  

人分：広域型施設を含む）の確実な達成に向け、助成単価の引上げを行う。   

（イ）24時間地域巡回・随時訪問サービス事業の実施【厚生労働省】  

在宅においても24時間必要なときに必要なサニビスを提供できるようモデル  

専業を実施する。（平成22年度中に全国30か所で実施）  
17   



（ウ）介護職員等による医療的ケアを行う休刊の整備【厚生労働省】   

在宅や特別養護老人ホーム等において、医酔・看護職員との連携・協力の  

下にキんの吸引等の医療申ケアを行うことができる介護職員等の研修を行うた   

めの体制を約700か所整備する。  

○地域の日常的な支え合し卿【厚生労働省】   

甲PO法人、福祉サービス等業者等の協働による、見守り精勤チーム等の人  

材育成、地域資源を活用したネットワークの整備等に対する助成を行う。  

q重点分野雇用創造事業の拡充（再掲）【厚生労働省】  

㈱舌支援【厚生労働省】   

隼活保護、医療保険について、平感22年度に必要となる追加財政措置を講   

じる。  

瑚福祉等  

屠あメ雌を安妖β止した全店が営める郷  

＜具体的な措置＞  

○生活困窮者対策  

の「『住まい対策』の拡充」の延長【厚生労働省】（再掲）   

（イ償困咽窮者の「絆」再生事業の実施【厚生 

（ウ）生活福祉資金貸付事業の実施に必要な体制整備【厚生常備情事・  

低所得世帯を対象とした生活福祉資金貸付事業において、貸金業蔭の改正   

により消費者金融からの借欄服された方勧ゝらの相簡体制の準備等を椚。   

○障害福祉サービスの新体系移行の支援等【厚生労働省】  

障害者関連施設等が就労支援等の新体系サービスヘ移行するための施設  

改修等を推進する。   

○自殺・うつ病、一DV被害者支援対策の推進   

（ア汚つ病に対する医療等の支援体制の強化【厚生労働省】  

精神科医療に携わる医緬、看護師等に対する研修の実施や、かかりつけ医  

と精神科医の連携体制の強化等の取組を促進する。  

〃）DV被害者支援緊急対策の実施【内閣府】  

DV被害者に対する集中的な電話相談事業等を実施する。  
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4・地域活性化、社会資本整備、中小企業甲策等   

我が国の産業・社会を支える地域経済、中小企業を巡る環境は引き続   

き厳しい状況にある。新成長戦略わ前倒し、地域の生活の安心↑の寄   

与等の観点から、インフラ整備を実施するとともに、地域わ雇用を支える   

中小企業支援を含めた地域活性化を図り、地域から日本を元気にする   

緊急的な措置を講ずる。  

＜具体的な措置＞   

○耐震化等による安心・安全な居住・生活環境の整備  

（ア）住宅耐震化の加速等【国土交通省、防衛省】  

・地方自治体における住宅耐震化支援や、耐震化の合意形成が困難なマン  

ションの耐震診断等への直接支援を図る。  

・既存住宅ストックの耐震化、バリアフリー化等の改修費用を支援し、子育て世  

帯、高齢者、障害者等に対する安心・安全な賃貸住宅の供給を促進する。  

・飛行場等の防衛施設の周辺地域における住軍の防音工事を助成し、住民の  

生活環境を改善する。  

（イ）生活に密接に関わる学校等の施設の耐震化の推進等  

【文部科学省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省】  

国民生活に密接に関わる学校、上下水道等の耐震化等や、認知症高齢者   

グループホーム等の防災対策上必要な改修等の支援（再掲）を図るとともに、   

災害発生時の避難地等として機能する都市公園の整備等を行う。  

（ウ）国民生活の安心につながる防災対策等の推進 

【総務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、防衛省】  

近年多発する集中蒙雨などの自然災害に対する防災カを強化するため、河   

川・砂防、山地、下水道、漁港・漁村、海岸、航路標識の防災対策、防災体制   

強化等を緊急的に実施する。あわせて、災害復旧等事業費について所要の   

追加を行う。  

（エ）市街地再開発及び地籍整備の促進【国土交通省】  

防災上危険な密集市街地や空洞化が進行する中心市街地等において、市   

街地再開発事業、地籍整備の実施等により、市街地の再生・再構築を図る。 

0地デジ放送、デジタル■コンテ：′頻り用の推進  

（ア）地上デジタル放送移行支援の強化【総務省】  

低所得世帯への地デジチニL－一ナーの無償配布の対象の拡大等を図る。 

くイ）デジタル・コンテンツの利用促進【内閣府、経済産業省、国立国会図書館】   

地域の雇用創出に資する国立国会図書館所蔵資料のデジタルヴ一声イブ   

化及び書籍等のデジタル化の推進に係る事業の前倒し等を通じて、デジタル  
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（1）地域活性化  

○耐震化等による安心・安全な居住・生活環境の整備  

○地デジ放送、デジタル・コンテンツ利用の推進  

○国民の「食」を守る農林水産業への緊急支援  

○成長分野としての農林業の育成支援  

○魅力ある観光地づくりの推進と国内旅行の活性化  

○地域の目線に立った支援の拡充  

○地方交付税の増額  

（2）社会資本整備   

○地域経済の元気復活に資するインフラ整備   

○地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等の支援  

（3）中小企業対策  

（4）その他 

犯士世鋸舌性化  

彪威経～薪欄皆のため、住民の全店に威辞にノ野わる住宅・席街蠍   
■等の脾や盛潮堰拓ための脚の鹿渡鰍産業の重   

度基盤の虜化など願成長厳啓の崩軌／となる鹿挺を／まじめ、彪妨ク風炉に立   

つ尤きめ励脚。  
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安面を含め安心・安全で魅力的な観光地づくり等を推進する。 

○坤域の目鱒劫た支援の拡充  

（ア）地域清性イヒ交付金（仮称）の創設【内閣肝】  

・新たな交付金を創設し、観光地における電線地中化等、地域の活性化ニー   

ズに応じて、き吟細かな事業を実施できるよう声援を行う（きめ細かな交付金   

（仮称））。   

▼新たな交付金を創設し、これまで住民生活にとって大事な分野でありながら、   

光が十分に当てられてこなかった分野（地方消費者行政、DV対策・自殺予 

防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくり）に対する地方の取組を支援す   

る（住民生活に光をそそぐ交付金（仮称））。  

（イ）合併市町村の活性化のための支援の加速【総務省】   

合併市画すカミ新しいまちづくりや住民サービスの確保等のために、優尭度   

が高く、緊急に実施する事業に対して行う支援を加速する。  

○地方交付税の増額   

平成21年度一姫会計決算において地方交付税の財源として留保された未   

繰入額、及び平成22年魔の国税収入の増額補正に伴う地方交付税法定率分   

増加額（計1，3兆円）にづいて、．交付税及び譲与税配付金特別会計に繰入れ   

を行うこととし、そのうちのP．3兆円にづいては、平成22年度に地方自治体に交   

付する。  

コンテンツの利用環境を整備・改善する。  

P由民の「食」を守る農軽水産兼↑の緊急支持  

の農林水産業の生産基盤の強化【農林水産省】   

円高や猛暑「赤潮等？影響を受けた農業、漁業者が安定的な生産†供給を  

行えるよう支疲盲行うとともに、国内農水産物中生産拡大等に向けた効率的か  

つ持続的な生産基盤を確立するための支援を講じる。  

（車口蹄疲対策の推進【農林水産省】  

宮崎県及び周辺県における口蹄疫対策に要する経費の手当等を行う。  

（ウ）沖縄等に串ける地域農業の支援【内閣府こ農林水産省】   

沖縄県及び鹿児島県の南西諸島におけるさとうきび・国内産糖製革業の効  

率的な生産・製造基盤を確立するためめ支援を行う。  

鱒革成支授  

（ア）農、の成長戦略の推進【農林水産省】   

バイオマス施設や小水力発電等の整備支援、食の活用等による地域活性化  

とあわせて、6次産業化に取り鱒む農林漁業者等をサボーける人材ゐ育成等  

を図ろとともに、地域における雇用の拡大に向けた農業者の取組を支援する。  

（イ）林・林業撃の棍等（元粉轍の抑制にも配慮）【郡棉省、恥交準如   

花粉の飛散の抑制にも配慮しつつ、搬出間伐と、これと一体となった森林作  

業道開設への支援を前倒しするとともに、路網整備の加津や公共施設の木造  

化支援等により「森林・林業再生プラン」を推進する。また、地球材等を括用し  

た木造長期優良住宅の普及促進のための支援や地籍整備を加速する。  

○魅力ある観光地づくりの推進と国内旅行の活性化  

（ア）国内観光活性化のための滞在型観光の加速化等【内閣府牒土交通省】 

国内観光活性化のため観光圏の取組も含めた2泊3日以上？滞在型観光   

に係る施策や休暇取得の分散化に係る普及・啓発等を緊急的に実施するととも  

に、観光地における電気自動車等の導入を支援する。  

（イ）外国人観光客のための言言吾／叫アプリー化の加速等  

【内閣府、警察庁、国土交準省】   

沖縄を含む観光卿こお一丁る交通機関施設の如司希対応を推進するなど、隠  
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（2）社会資本整備 

彪城潜好一大柳厩舎仏解ブてその題拙7社会資榔尤玖  

三大静市屠め粛躍遂敵前衝象顔ンデブニ掛野港湾常脾の   

点い大詔礪瑠紘インフラの嘉鰍眉杓威光の庇猷邑斉ダち屠士ミン  

シンクサンク解抒夢の彪好卿セス改善など厳戒長戯啓の崩膠Lとなる   

塵要放斯こ灰久野むほれ彪財ニーゾ7血たきめ彪かな賓寿蕃二支摩する  

また、公共事業の男紛ク戯雛／を轟業費べ「－ヌ戊ガ欄好傭掛’－   

ヌβ．2欄で計上す盈  
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（3）中小企業対策 t   ＜具体的な措置＞  

p埠域嘩済の元気像舌Iこ資するインフラ卸商  

（ア）国土ミッシングリンクの解消など地域連携の推進等【国土交通省】 

地域経済の活性化を図るため、国内観光の促進にも資する国土ミッシングリ   

ンク（主要都市間等を連絡する高規格幹線道路等のうち未整備の部分）の解消   

や、地域連携に資する幹線道路ネットワ∴ク？整備∵渋滞対策など交通円滑化、   

橋梁等の道路構造物の保全対策、道路の法面対策や無電柱化等を推進す   

る。  

（イ）都市鉄道整備事業等の推進【国土交通省】   

観光等を通じた地域経済の活性化等を図るため、都市鉄道の新線建設等の   

工事、建設中の整備新幹線の工事等を推進する。  

（ウ）国際コンテナ戦略港湾のハブ機能の強化等【国土交通省】  

国際コンテナ戦略港湾である阪神港・京浜港のハブ機能を強化するための  

インフラ整備を推進するとともに、地域経済の活性化に資する港湾施設の整備   

を推進する。  

（エ）首都圏空港の強化等【国土交通省】  

首都圏の交通利便性を向上させるための羽田空港の容量拡大に向けた事   

業等を実施する。  

（オ）社会資本整備総合交付金の追加【国土交通省】   

地域の創意工夫を活かした社会資本の総合的な整備を推進する社会資本   

整備総合交付金を追加する。  

（力）農山漁村地域整備交付金等の追加【農林水産省】仁  

地域め自主性と創意工夫により、農山漁村の活性化を総合的に図るための   

インフラ整備に要する農山漁村地域整備交付金等を追加する。  

○地方公葬団体卿【内閣府】  

地域活性化交付金（仮称）の創設（再掲）  

務が革靴る中小企業の瘡鱈倍のた玖金戯珊、癌郷   

など総合新種ヌ凄講攣鰯軋る  

く具体的な措置＞  

（ア）資金繰り支援【内閣府、財務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省】  

日本政策金融公庫等の財務基盤を強化することを通じ、日本政策金融公庫、   

商工組合中央金庫、信用保証協会の融資・保証を促進し、年末・年摩末の中小   

企業の資金繰りに万全を期す。またこ現在の緊急措置が期限切れを迎える来   

年度におし「ても、借換保証の拡充、セーフティネット保癒や小口零細保証等の   

対策の重点化、さらにを享、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫等によ   

る借換えの促進を含めた直接貸付の充実等によりこ中小企業の資金繰りに支   

障が生じないよう取り組む。   

この他、建設業に対する下請債権保全や元請資金繰りに係る支援の強化、   

引火性溶斉吟安全対策設備の蕃入が必要なクリーニング業者に対する低利融   

資制度の拡充を行う。  

（イ）技術開発及び海外展開支援【経済産業省】  

中小企業をはじめとする産学官連携による技術開発の支援を行う。また、海   

外展示会への出展支援の拡充、海外特許出願支援の強化等を実施し、中小企   

業海外展開支援会議の下セ、地域での中小企業の海外展開を促進する。   

くり）新規の事業活動への支援【内閣府、財務賀、経済産業省、国土交通省】   

農商工連携をはじめとした異分醇の中小企業者の連携や地域資源を借用し   

革新規事業を支援するとともに、中小企業者の起業・転業に必要な資金に対す，   

る積極的な融資東証を促進する。また、全国の中小企業応援センターにおい   

て、転業チャレンジをこ係る相談会の開催、専門家派遣や転業に対する相談窓   

口等における支援を実施する。  

さらに、地域の建設業のエコ・耐震改修等成長が見込まれる分野での市場   

開拓の取組、中小トラック事業者等の環境対応等を支援する。  

（エ）地域商業の活性化【経済産業省】   

地域の商店街等が行う、デジタルコンテンシの活用等による集客力向上、空  
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き店舗対策、買い物弱者への対応等を支援する。   

（オ）人材育成支援【経済産業省卜  

中小企業者におけるものづくり分野等の実践的な研修事業を実施す卑。   

（4）その他   

（ア）海上保安体制の充実等【農林水産省、国土交通省】 

最近の我が国周辺海域及び速写海域を巡る緊迫化した情勢こ対応するた  

め、巡視船の整備等海上保安体制を強化するほか、我が国漁業者の安全な操   

業を支援する施策を緊急に実施する。   

（イ）情報収集衛星の体制整備【内閣官房】  

安全保障及び危機管理に必要な情報収集の確実性を商やるため、情報収  

集衛星体制の整備を強化する。   

（ウ）遺骨帰還事業の推進【厚生労働省】 

遺族・若者等ボランティアの協力を得て政府一体となって硫黄島からの遺骨  

帰還を推進するため 

5．規制■制度改革  

財滞を使わない景気対策として、及び新成長戦略を推進する政策  

ツールとして、規召抑制度改革を強力 

項を着実に実施していくとともに、グリーンイノベーション、ライフイ   

ノベ 

野を中心に新たな取組を行う。その際、規制・制度改革の円滑な推進  

の上で必要となる環境整備に十分配慮する。   

く具体的な措置＞   

O「日不を元鱒にする規制改革100」等の充臭・強化   

・再生可繹エネルギ⊥の利用拡大に向け、、全量眉取御慶の円滑な導入を目  
指し年末に向けて検討を進めるとともに、大規模太陽光発電設備や省エネ・  

新エネ設備に係る規制を見直すこと、国際医療交流を促進するためビザの   

創設や在留資格の取扱いの改善を行うこと、幼保「体化を含む法案を平成2  

3年通常国会に提出する準備を進めることを含め、「規制・制度改革に係る対  

処方針」（平成22年6月18日間議決定）及び「新成長戦略軍現に向けた3段  

構えの経済対策」（平成22年9月10日間議決定）の「日本を元気にする規制  

改革100」等の既定事項を着実に実施する。 

撃た、既定事項の一部にういて実施の前倒しを行う制表1）。  

・さらに、「日本を元気にする規制改革100」の「国を開く経済戦略」の分野を  

中心に、国際旅客チキ「タゝ便の個札販売（航空券のバラ売り）比率の一層  

の緩和、外国企業等による英文開示の範囲拡大等の制度整備の実施、「優  

嘩的地位の濫用に関する独占禁止綾上の考え方」の策定その他の措置を講  

じる（別表2）。   

、・これらにちいて、潜在的需要の顔在化及び供給力強化を図る観点等から実  

効性ある措置が講じられるよう、10月から活動を再開する行政刷新会議の規  

制・制度改革に関する分科会においてフォローアップを行う。  
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○規制・制度改革に関する分科会での更なる改革推進 

・規制・制度改革に関する分科会において、規抑制度改革に関し夷施中の   

「国民の声」集中受付で寄せられた提案や、子育て、環境・エネルギー、地域   

活性化、アジア経済戦略等に関する与野党の提言等を踏まえて、新たな検   

討を行う。  

・また、時代や環境の変化への対応の観点から、制恵後20年を経過した規朴   

制度等に関し、所管省庁において行われる見直しの検討をフォローアップす   

るとともに、その他の見直すべき規制・制度について検討を行う。  

・これらについて、既定事項のフォロ「アップも含めて、22年度末を目途に取りま  

とあを行う。  

○施策執行の進捗管理   

今回の対策に掲げる各施策については、PDCÅサイクルを重視する   

観点から需要・雇用創出効果の検証など進捗管理を行う。   

○本対策の規模  
本対策の実掩に伴う国費及び事業費の規模は、別紙のとおり。   

○本対策の効果   

本対策の効果を現時点で概算すれば、実質GDP押上げ効果は概ね   

0．6％痙度、雇用創出・下支え効果は45～50万人程度と見込まれる。  

○総合特区制度章念頭に置いた規制∵制度改革の頗討  

・「新成長戦略」に基づき、規制の特例措置及び税制・財政・金融上め支援措   

置等を総合的に盛り込むものとして創設を予定している「総合特区制度」に係 

る自治体や民間からの提案を踏まえ、優先的に検討に着手するべき規制・制   

度改革について、所要の検討を実施する。  
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別表1既定の改革の実施時期を前倒しする事項  （別系氏）  

本対策の規模  

国費【兆円】   事業貴【兆円】  

番号   事項名   親和教卓の横井   実施時朔  所管省庁   

■  短時間劃輝倖富士について  昔書架至詣富諾錯綜琵芸濃誓言㌫芯圭㌫鴇警鵠讃ぞ富農   
符年lO月中に・この取掛・、を改めて周知徹底することとする・   

Z q   誓書隅を即しし  芸鴨島拭㌔濫借款言語崇芋㌘獅（平竺餌－≡時  平成22年相月中指 t  躍生労働省   

ロ  阜増刊用事楕円汁化辛筆の粟件 の周知  神算の如主体とし七、同一醐における事業案施主体のt∬〟闇膿られてい皐 こと】こついて、ネリー＃の周知を阿る．  平成㍑年中繕鷹  よ林水産省   
ロ  軌鴨研悸欝争の貸付対象に喋る周  絨よ支緩資金制度における就農研修資金は、民仰企業が行ラ研鯵についても、その  平成22年中怜虻  1林水産省   坤 

箪吋対象から除外していないことについて、周知する．   

ロ  謂苦節欝苦諸毒硯＝ 人円滑化  マイクロ水力晃tを設置する際の土地改良区との協汁については、畠事看である土  平成22年10月中揮  ▲林水産省    砲改良区と集落琴との間で地理されるもので皐る旨、土地改良区へ通知ナる．  ■   
民間事葉書による維集集約の促進のため、毛飲や能力のある事業体に対して熟柿の   

ロ  欝琵雷蛋蒜苛薫理那鱒    平成g2年中僧正  ▲林水産省    施纂▲約に必須である森林簿及び森林鮒蘭画が開示されるようJ平成巳年中に鵡遭    村野こ肋冨を行う．   

平時机空貨物チャーター輸送にお  寧障鋏生物流の活性化により、物流コストの低減を回る観点から、相互主義の確保   
ロ      平成Z2年中の可能 な限り早期に柑覆  風土交通省   ナる癖主甲の航空会社に埼才柚  三声申しつつ、国府抗生貨物チャーター輸送における第三酋の航空企業による貨物   チャ 

ーター便の年賦容易化  チャーター便の運航の容易イヒを平成22年中の可緒な廊岬】削＝臭拇ナる●   

通鱒蓉即ヒ ロ  国際軌筆算勧チャーター峨革l；声 けるフォワ‾ダ㌻・チヤ‾タ「年の ’  国際航空物流の活性化により、物流コストの低減を回る観点から、相互圭一の確保  平成22年中の可能  凹土交通省    こ配慮しつつ、国際抗生貨物チャーター輸送におけるフォワーダー・チャrター（利用    道連事業者によるチャーター）の遭航のさ射ヒ音平成22年中の可能な限り阜I捌こ実  な限り早期に稚¶  
施ナる．   

我が国におけるLCCの参入促進等の観点から、国際航空運耳の掟可制度につい   

ロ  可停頓宰孝一株制申縄和    平成22年中の可糀 な限り早れにけ置  国土交通省    て、あらかじめ旺可を受けた上限鎮の範囲内であれば」機動的に蓮井め設定・文王    が行えるようにするための運用の雄和を，平成22年中の可能な限り早期に実施する．   

0，3程度＜0．3程度＞  1．雇用t人材育  

1．3堰   2．新成長戟路の推進・加i  0．4程度＜0．3確度＞   

3．子育て、医療・介護・福祉等の掛ヒによる安心の確  1．1程度＜1．1程度＞   

4．地域活性化、社会資本整備、中小企業対策等  

（地方交付税待針、の繰入を除けば  

5．規制・制度改量  

3．1程度く3．1程度＞  

1．8程度＜1．8程度＞  

一 種度＜－・程度＞  

17曾根度  

16．5程度）  

計（①）  

（地方交付税特会への繰入を除けば  

4‥9程度＜4．9程度＞  

3．6程度＜3．5程度＞  

20．8程度．  

19．5程度）、  

公共事業の契約の前倒し（e  0．2程度＜0．2程度＞  

限度額バース  
0．25程  

再  計（①＋②）  ・5．1程度＜5．05程度＞ 
国費・限度額バー女  

（地方交付税特会への繰入を除けぼ 3．8程度＜3．7程度＞  
風費・限密顕べ山ス   

21．1程度  

19．8程度）  

注1）＜＞内は一般会計ベース。  

注2）9月24日に、経済危機対応・地域浄財ヒ予備費9，179嘩円の使用を閣議決定済み。  
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別表2国を聞く経済戦略分野を中心とした規制■制度改革事項  

番号   専横名   規制改革の把手   実施時粕  所管省庁   

本年1月1日からサ趨的地位の濫用が新たに課徴金納付命令の対象となったこと響を  
公正取引姿  

■  r優越的地位の濫用に関する独占          踏まえ、優越的地位の濫用規制の考え方を明確化すること等により法運用の透明性   禁止法上の考え方」の取りまとめ  を一層確焦し、専業者の予見可能性をより向上させるため、「優越的地位の濫用に朋  平成22年中措置  員会  
する蜂竃禁止法上の考え方」を鱒定・公表する。   

地下街にづいて、地方公共団体等に対しⅧ報提供等の技術的支援看行うとともに、民   
ヱ  公共全州における収益施設の設置  

等に係る規制緩和   平成22年度措置  国土交通省    間手蔓春が駅前広壌零の公共空間の利用を可能とする手法を揉示する．また、国 
公園制度の活用嶋に関する情報を周知徹底する．   

3  下水処理施設の改築・省スベース 化により生じる敷地の有効利用方 針を回が策定  下水処理施設の改築時に施設の省スペース化等を実現できる膜処理技術について、  平成22年度措翠  匹l土交通省    その導入のためのガイドラインを作成し、普及を促進する．   
数が国港湾の包隙蚊争力強化を図る観点から、港湾の選択と集中を進め．公設民営  平成22年持論・平  

l  港湾経嘗の民苫化  の考え方のもと港湾の蛙営に射する業務に民の視点を取り込み、港湾の一体経営を  

成23年通常国会へ の法案提出  国土交通省        実現するため、「港湾縫賞金社（仮称）」制度を創設する等、港湾法等所要の法改正を    行う．   
航空自由化が実現していない園・地域内の地点との間において、定期便の乗入棺定   

6  同職旅客チャーケ一便の個札販売    平成22年申の可能 な限り早期に措置  国土交通省    地点Ⅶか否かを問わず、一律、総座席数の抑％未満まで、国際旅客チャーターの個   （航空券の／くう充り）比率の一層の  札販売を可能とする。羽田空港を発着する園際旅客チャーターについては、羽田空港   緩和  の盈取化にあわせて 
、深夜早朝時間帯は、他の空港と同様、航空自由化が笑現した  

国・地域内の地点との間では値札販売の制限を撤廃する。   

しCC噂の砥コストな運航の実損の  

の明確化   8   ための運航管題詞幼者の配直方法  

捜することを平成22年喪中た夷施する．   

■  外包企業等による英文開示の範薗 拡大等 
、制度長井の実施   

制度整備を実施する．   置   
銀行本体でファイナンス・リース業搾の取扱いを行うことについては、主要行・地銀の   

平成22年度検討・ 

の活用の解禁   8  微行本体によるファイナンス・リース  

置 
釣年産刃眉．必要な制度聖職を実施する． 

保険会社が外国保険金杜の買収  保険会社が外四の保険金杜を子会社等とする鳩舎の当抜外国の保険会社の子会社  平成22年度枝村   
8        ノ金地庁   等を行う場合に障鮭となる規制の  等の業務範囲規制のあり方について、法改正を含めた必要な法制面での対応も併せ  平成23年度以降結  

見破しの検討   て平成畏年度に検討し、平成23年度以降に結論を得て必要な制度整備を実施する．  輪一緒置   

保険会社における＃産運用比率規制に関し、その糎廃も含めた規制のあり方につい  平成22年度検討・ ー 
18  保険会社における資産連用比率頒 制の舶の検出、     ■・ 平成28年匿以降指  

椅果を受けて、平成Z3年度以降必事な制圧整隋を実施する．   置   

プロ洩貴家を顧客とする投資運用  
ロ   集の規制緩和   平成28年廣以降伶  

28年度以降、必要な制度盛儀を実施する。   温   
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♯寿賀料   

制定又は1柊改正から20年以上経過した肝捻可等について、所管省庁が見直しを検討する事項  
見直しの時期  

書号   事項名   根拠華令  所管省庁     平成㍑年  
旋   

28  抑放送事考時の印放送司岬の靡止の届出 放送法  第52集の20   0  蝕挟省   

称稗晶の目的鱒羊の師可 t波法  
算16集の2   ○  総輝省   

t波法  
軍8  利昭叩苓即印堰 翳ヰ1束帯2項算1号、繁ヰ4条、第ヰ6  ○  総務辛   

集．第ヰ8条  

印  有檜埠速写ほ事稗の肝可 有線放送t肯こ関する法律  
窺8条   

○  総務牛   

38  有掃放送里香肇輝寧樗叶鱒琴咋鱒の畔可   有線放送t招こ関する法緋  第6集第1項 ○  総妓雀   

1l  暮構翠埠の鞘声の肝可   
有線放送モ諸に関する法律  
第5免許2項   ○  総務雀   

3字  仰の有繹放送一声華育との相軍律鰐卯年可   有線放送モ矧こ関する法律 
繁6集第1項、第2項   0  総務省   

ロ  平気靖碍羊筆亨の辛気坤仔同特使慎との蜂続に即する嘩出  有け放送t桔に関すも法律 零7集   0  血清雀   

明  雷謂鱒羊考の一気細管糊との紳こ町血の変更  有線放送t富引こ関する法律 算7条   0  総稀雀   

鱒  契約杓称の屑出 有縛放送t桔に関する法律  
算8条   

○  総務雀   

叩  劉岬泄の蔓草の届坤   有線放送tl吉に廃する法♯  
第甘条   ○  総株省   

ユ丁  有絆放送t挿事肴の地位の縫車中届出   有線放送t措こ関する法律  
第11乗算之項   0  総柄省   

集積開始讐の掛旨  
ユ8   （l）珊開始、（2）1午可申捕書鱒¢事項の賛美、（3）1抹の如上女は休 止 ○  総務雀   

、（1）収支沃土■等   

3l  外臨人草坪に卵斬規丑僻，申樗  
外戚人金線浅  
第3条第1項  

○  法株雀   

40  外車人丑坤に跡る斬規畳耀   
外国人登蜂法  
紆ヰ条欝1項  

0  汝省   

41  外臥丑齢嗣印刷書の鮒 外国人豊住法  
第6黒帯1項  

0  ■洗粉ヰ   

ヰ2  欄人相に係る榊剛樽め引曾交付叩   外国人登録法  
第6条第1項．第6集の之算1璃  ○‘  法務省   

1琴  外国人筆陣l千体る畳鐸柾叩卵l督交付   外国人畳股法  
第6集第4】丸帯6集の2第8項  

○  法務省   

叫  外臼人丑凱こ係る叫鱒叩の再如申捕   外国人量技法／  
第7条第1項  

○  法横雀   

示  相人餐仲に巧も董弧明千の再交付   外国人登録法 
第7集第4】真  

○  法減省 

18  外属人撃坤に係る居住地変更費埠中神   外国人登録法  
第8条第8項  

○  法橋雀   

一丁  叶画人畳鉾に係る虚位地変声量梓   外国人登録法  
第8条第8項  

0  法務省   

外国人量蛤法  
48  れ閣人豊脚こ休卑居住地以外の全件事項の変更蜜蜂中川   第g条第1項、第g粂の之第1項、第9象  0  法精省   

の8∬1項  

明  外国人登録に係る璧停年明書？切替交付   外国人登録法  0  法務省   第11集第4項  

外国人畳餞法施行應則  
ら○  欄人草阿こ慮る代理人による珊こ射する文書零の提出■   第17集第1項、第17集第2項、第17  ○  研  

乗算8項  

平成2之年10月8日  

内閣帝作成  
見止しの時期  

醤号   事項名   根拠法令  所管省庁     lln 
＝  

有線テレビジョン放送施設の設置の許可   有線テレビジョン放送法 
第8束帯1項   ○  総‡坤   

之  有線テレビジョン歓送施設設tの指定明細の延長   有繰テレビジョン放送法  
第6条第2項   0  寧鱒省 

3  有線テレビジョン放送施政設1の届出   有絹子レビジョン放送法  
欝6黒幕∂項   0  幹挿雀   

l  旛投打薗．使用ナる周波散又は有線テレビジョン放送施はの突貫の  有檎テレビジョン放送法 
肝可   算7乗算1項   0  総稗半  

6  中綿暮記敲事項のま更の届出   
有線テレビジョン放送法  
第7魚第3項   ○  絆鱒省   

○  有牧子レビジョン放送施政の廃止の届出   有押テレビジョン放送法  
第11粂   

0  総群青 

丁  わ≠テレビジョシ放送♯削）開鱒の届出   有掩テレビジョン放送法  
第12魚椚尿   0  細筆   

8  有牡テレビジョン放送業撥の変声の届出   有線テレビジョン放送法  
事12魚後陣   ○  総挫省   

ロ  ■横幕送信の役鞠の提供条件についての契約約款の比可  有線テレビジョン放送法 0  革帯雀   

’叩  ■應再送信の役滞の檀供条件についての契約約数の変更の摺可  有線テレビジョン放送法 0  鱒務筆   

役務の料金に叫する契約約歎の届出   有線テレビジョン放送法  
算15条前段  ○  拷稗雀   

12  役叛の料金に関する契約約軟の丈更の届出   有線テレビジョン放送法  
第1白魚後段   ○  鱒輝雀   

柑  有≠テレビジョン放送業横の廃止の届出   有年テレビジョン放送法  
第1軌条   

0  総積雪   

11  有♯テレビジョン放送旛投の運用又は集清の運営の状況の細告  有絶テレビジョシ放送法施行規則・ 許88条  0  絆鱒竿   

有≠ラジオ放送集技の連用の規正に関  
柑  有線ラジオ放送の集郡の開始の届出  すも法律 ○  総挿省   

震動財前段  
有≠ラジオ放送■精の運用の規正に朋  

1l  有陣ラジオ放送書群の弼始の届出書1己粧事項の資文中願出   ナる法律  由省   

有牡ラジオ放送業欄の運用の規正に叫  
有線ラジオ放送九務の廃止の届出  する法櫓  0  

7奥 
鱒鱒竿   

有楓ラジオ放送兼務の運用の規正に叫  
1l  有汁ラジオ放送事瘍の道南状況の繊告  する法律を施行する規則  0  総棟竿   

与条  

川  受托放送■業者の役務の提供条件の史更の届出   触法法 
第5之条の10第1壌後段   0  総稽雀   

20  委托放送＃撞の開始の期日の届出   放送法  
第52集の15第1項   ○  由摘 

21  委托鱒送集精の休止期閉め届出  放送法 
第5之条の15策2礪前段   ○  鱒務省   

ヱ2  李托放送♯穫の休止期間の変更の届出   放送法  
宗62粂の16繁之項後段   ○  総抒省   

23  隻托放送♯務の法定の更新   放送法  
第52条の16第1項   ○  声帯省   

21  李托放送事項の変更の牲可   放送法  
第62集の．17第1硯   ○  絶類省   

25  婁托政道■業者の相打こよる地位の承縫の届出   放送法  
第6之兵の18第1礪   0  ガ楕省  



見直しの時期  
番号   事項眉  租馳法令  所管省庁     平成祖年  

圧   

寄附全集集の絆可   社会福祉法  
第7a朱鷺1項   0  

5之  データベースの概要等の申告   
データベース台帳に関する規則 
第3東軍Z項   0  経済産業省   

什報処理サービス企業等台仙こ関する  
53  業務概要等の申告  規則  ）○  経済産業省   

第3条第1項  

汁租地租サービス企業等台帳に関する  
糾．  業務紐簑等の変更の申告  規則  桂流産業省   

第5乗算1項   

らち  指定賀格考証交付機関の指定   建設業法  
第27粂の19笥1項  

0  国土交通省   

紬  測1≠試験   
測i法  
第50乗算5号  

OJ  国土交通省   

57  測量士輔拭廠   
瀞」土浅  
第51集繁ヰ号  

○  国土交通省   

（注）本参考資料は、閣議決定の対象となるものではない。   




